
マ
ル
サ

ス
と
其

の
耐
會
経
濟
史
的
背
景

鰯
、

緒

言

室

谷

賢

治

郎

英

國

の
就
會
経
濟
史
上
、
ト

マ
ス

・
ロ
バ
ー
ト

・
マ
ル
サ

ス
(嵜
①
①
ー
μ
。。
。。
ε
は
産
業

革
命

と
の
關
係

に
於

て
特
殊

の
地
位
を
占

め

て
居
る
。
蓋

し
英
國
古
典
派

の
経
濟
學

の
父

ア
ダ

ム

・
ス
、、、
ス
は
産
業

革
命

の
未

だ
成
就

せ
ら
れ

ぬ
以
前

に
生
活
し
著
作

し
た

の
に
封

し
、

マ
ル
サ
ス
は
産
業
革
命

の
韓
憂
を
ま

の
あ

た
り
観

て
論

を
爲

し
た

の
で
あ

る
。

マ
ル
サ

ス
と
産
業
革
命

と

の
關
聯

は

「
十
八
世
紀
英

國
産
業
革
命
史
論
」

の
著
者

ア
ー

ノ

ル
ド

・
ト
イ

ン
ビ
ー
が
次

の
如
く
言

へ
る

に
顧

み
て
も
其

の
密
接
を
知

る

べ

ひ

き

で
あ
る
。
曰
く

「
マ
ル
サ

ス
の
人

ロ
論
は
當
時
既

に
盛

ん
に
進
行

し

つ

玉
あ

つ
た

と
こ
ろ

の
産
業

革
命

の
所
産

と
考

へ
て
良

か

め

ら
う
。
」
之
を
吾
國

に
於
け
る

「
マ
ル
サ

ス
人

口
論

の
研
究
」
の

】
家

た
る

伊
藤

久
秋
敏
授

の
言
を
籍

り
て
詳
言
す
れ

ば
、
「
産
業
革

命

の
前
晩

に
草

し
た
る

ス
、・、
ス
の
目
的

は
、
洋

々
た
る
前
途

の
幸

輻
を
望
む
航
海
者

の
立
場

に
ふ
さ
は
し

い
。
産
業
革
命

の
渦

申

に
書
き
た
る

マ
ル
サ

ス
の
目
的
は
、
翻

つ
て
、
來

し
か
た

の
荊
棘
を
見
る
旅
人
の
立
場

に
似

つ
か
は
し

い
。

一
は
遠
望
者

で
あ
り
、

マ
ル
サ
ス
と
其
の
肚
會
煙
濟
史
的
背
景

九
三

1)AmoldToynbee,]LecturesontheIndustrialRevolutionoftheEighteenth

CenturyinEngland・LondonIg23.P.65,芝 野 十 耶 課 「十 八 世 祀 英 國 産 業

革 命 吏 論 」 一・〇 八 頁



九
四

め

他

は
同
想
者

で
あ
る
。

一
は
望
む

に
忙
し
く
、
他
は
回
想

の
鹸
裕
を

も

つ
た
。
」

然

ら
ば
英
國

に
第

十
八
世
紀

の
後
牛

か
ら
第
十
九

世
紀

の
初
頭

に
亙

つ
て
起

つ
た
と

こ
ろ

の
産
業
革
命

の
脛

過
を
叙
述
す
る

こ
と
は
、
直
ち

に

マ
ル
サ

ス
の
肚
會
経
濟
史
的
背
景
を
爲

し
出
す

こ
と

に
な
る
か
と
言

へ
ば
固
よ
り
然
り

で
あ

る
。
併
し
な

が

ら
斯

か
る
廣
汎
な

テ
ー

マ
は
本
稿

の
如
き
紙

幅

の
制

限
あ
る
も
の

」
取
扱

ふ
こ
と
を
許
さ
れ

ぬ
と
こ
ろ

で
あ
る
か

ら
、
鼓

に
は

産
叢

命
の
震

捧

ふ
諸
般
の
響

的
困
難
に
し
て
マ
ル
サ
ス
の
心
漣

切
實
し
訴

ヘ
マ
ル
サ
ス
を
し
て
途
矢

。
論
を
執

筆

す

る

に
至
ら
し
め
た
限
り

の
歴

史
的
事
實
を
考
察
す

る
こ
と
を
適
當

と
す
る
。

一
七
九

八
年
匿
名
を

以
て
公

に
せ
ら
れ
た
人

口
論
第

一
版
は
、
著
者
自

ら
序
文

の
冒
頭

に
言

ふ
や
う
に
、

「
本
論

文
は

ゴ
ド

わ

ウ
イ

ン
の
研
究
者
中

に
於
け

る
論
文

の
主
題
、
即
ち
貧

慾
と
浪
費
と

に
關

す
る

一
友

人
と

の
會
話

に
員

ふ
」
も

の
で
あ
る
。
併

し
な

が
ら
同
時

に
人

口
論
は

マ
ル
サ
ス
當
時

の
救
貧

法
改

正
案
な
る
時
事
問
題

に
燭
れ

て
居
る

こ
と
を
閑
却

し

て
は
な
ら

ぬ
。

此

の
鮎

に
於

て
米
國

の

「
肚
會
科
學
大
僻
典
」

の
執
筆
者

が
左

の
如
く
敏

へ
る

の
は
謬

の
無

い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

曰
く
、

「
マ

ル
サ

ス
の
人

口
論

は

一
部
分
は

一
七
九

六
年

の
ビ
ツ
ト

の
救
貧

法
案

に
特

に
示
さ
れ

る
と
こ
ろ

の
慈
善

と
い
ふ
辮

別
無
き
政
策

に
封
す
る
攻
撃
で
あ

つ
た
。
救
貧

法
案

は
之
を
保
守

政
府

が
封
建

就
會
及

び
重
商
肚
會

の
崩
壌
と
之

に
伴
ふ
近

世

工
業

主
義

の

の

褒

生
よ
り
生
す

る
困
難

に
打
克
た

ん
と
努
力
し

て
追

及
し

つ
玉
あ

つ
た
も

の
で
あ
る
。」

マ
ル
サ

ス
が
時
事
問
題

に
少
か
ら
ざ

る
注
意
を
向
け
、
時

に
理
論

よ
り
も

重
覗
す
る
傾
の
あ

つ
た

こ
と
は
否
み
難

い
と
こ
ろ
で
、
英
國

に
於
け
る

マ
ル
サ

ス
研
究

の

ハ
お

ぜ

泰

斗

ジ

エ
ー

ム

ス

・
ボ

ナ
ー

の
如

き
は

リ

カ

ル
ド

オ

よ

リ

マ
ル
サ

ス

へ
の

一
書

簡

を

引

い
て
、

「
マ
ル

サ

ス
に
於

て
は
想

像

◎

1)伊 藤 久 秋 著 「マ ル サ ス 入 口 論 の 研 究 」 二 〇 五 頁

2)AnEssayonthePrincipleofPopulation,asitaffectstheFutureImpro・

vementofSociety.London1798.

谷 口 吉 彦 露 「マ ル サ ス 入 口 論 」 序 言

高 野 岩 三 郎 ・大 内 兵 衛 共 灘 「マ ル サ ス 人 ロ の 原 理 」 序

3)Ta1◎ottParsons,Malthus.(EncyclopaediaoftheSocialScien㏄s.Vol.X.

P.68.)



的
事
例
は
稀
有

の
例
外

で
あ
り
、
生
活
或

は
歴
史

か
ら

の
實
例

が
原
則

で
あ

る
。

マ
ル
サ

ス
は
1

彼
自
身

の
語
法
を
用

ふ
れ

ば
1

科
學

を

『
功
利
』

に
從
厨

せ
し

め
ん

と
し
た
程
、
此
の
方
向

に
行
き
過
ぎ

て
居
る
。
(
中
略
)

マ
ル
サ

ス
に
と

つ
て
は
眞

理
の
稜
見
は
祉
會
の
改
良
よ
り
も
重
要
で
な
か
つ
た
。
経
濟
上
の
眞
理
が
改
良
の
手
段
と
爲
さ
れ
ぬ
と
き
は
、
彼
は
之
に
封
す

わ

る
興

味

を

失

つ
た

か

の
如

く

見

え

る
。
」

と
ま

で
論

じ

て
居

る

の

で
あ

る
。

(
註
)

一
八
二
〇
年
十

一
月

二
十
四
日
附

リ
カ
ル
ド
ナ
よ
リ

マ
ル
サ
ス
宛
の
書
簡
の

一
節
に
次
の
如
く
あ
ろ
。

「
思
ふ
に
我
等
の
相
蓮
に
或
ろ

瓢
に
於
て
貴
下
の
拙
著
な
観
察
す

る
や
小
生
が
意
圖
す

る
以
上
に
實
際
的
の
も
の
と
ぜ
ら
れ

る
こ
と
に
締

ぜ
ら
る
べ
く
候
小
生
の
目
的

に
諸
原
理
な
明
か
に
す

う
に
在
り
之
が
爲
め
に
小
生
に
斯
か
ろ
諸
原
理
の
作
用
彪
示
し
得
ぺ
毒
極
端
電
る
場
合
な
想
像
致
し
れ
る
も
の

に
御
座
衡
」

尤

も
論

者

に
よ

つ
て
は

人

口
論

を

以

て

マ
ル

サ

ス
の
性

格

の
二

元

主
義

に
關

す

る
評

註

で
あ

る

と
見

る
者

が
あ

る

。

此

の
論

者

に
從

へ
ば

マ
ル
サ

ス
は

「
確

誰

無
く

し

て
は

己
れ

の
望

む

こ
と

を
信

ぜ
し

め

る

如

き

把

握

を

己

れ

の
悟

性

の
上

に
獲

る

こ
と

の

な

か
り
し
」

と
こ
ろ
の
科
學
者

で
あ
る
と
同
時

に
、
紳

の
道
を
世
人

に
傳

へ
る

こ
と
に
身
を
捧
げ

た
借
侶

で
あ
る
。
人

口
論

の

後
牛

に

マ
ル
サ

ス
は
共

の
公
準
を
擶
理
の
意

思
と
調
和

せ
し
め
や
う
と
努

め
、
人

口
の
原
理
申

に
は
恩
寵

の
目
的
が
あ

つ
た
と

自

ら
満

足
し

つ
ム
示
し

て
居
る
。
即
ち
紳

は
世
界
を

現

に
見
ら
る

玉
如
く
創
造

し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
人
間
を
審

判

に
よ

つ

て
試
練

せ
ん
が
爲

め
で
は
な

く

て
、
丈
明

の
基
く

べ
き
規
律

性
及
び
計
慮
性
と

い
ふ
徳
を
開
焚

す

べ
き
訓
練

の
過
程
を
與

へ
ん

が
爲

め
で
あ

る
。
生
活
が
安
易

に
過
ぎ
る
と
き
は
人
間
は
決
し

て
其

の
可
能
性
を
實
現

せ
ぬ
で
あ
ら
う
。
人

ロ
の
原
理

が
地
上

び

つ

に
齎

さ
れ
た

の
は
實

に
人
間

が
理
性
を
操
練

せ
ん

が
爲
め

に
外
な

ら
ぬ
と
論
者

は
解
繹
す

る

の
で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
と
其
の
瀧
愈
縄
濟
吏
的
背
景

,

九
五

=)

2)

3)
4)

JamesBonar,MalthusandhisWork.London1885.P.2z3.堀 経 夫 ・吉 田
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九
六

何
れ

に
せ
よ

マ
ル

サ
ス
が
人

ロ
の
原
理
を
読

い
た
裡

に
は
時
代

の
窮

厄

に
封
す
る
切

々
た
る
關

心
が
見
ら
れ
る
。

マ
ル
サ

ス
は

傅

記
學

者

の
告
げ

る
や
う

に
、

一
七
八
四
年
歳

十
八

に
し
て
劒
橋
大
學

ジ
ー

サ

ス

・
カ

レ
ツ
ヂ

臼
窃
霧

O
。
幕

σq
6
に
入
り
、
主
と

し

て
自
然
科
學
及
び
激
學
を
修
め
、

「
端

正
な
自
然
哲
學
者
」
た
ら

ん
と
欲
し
た
。
而

し
て

一
七
八
八
年
卒
業

の
際

に
は
数
學
優

り

等
生

(Z
一謬
}

≦
、暴
ロ
σq
『
『)
と
し

て
バ
チ

エ
ラ
ー

・
オ
ブ

・
ア
ー

ツ
の
學
位
を
授
け

ら
れ
た
。
即
ち

マ
ル
サ

ス
は
素

と
自
然
科
學

を

研
究

し
た
が
、
漸
次

に
肚
會
科
學

に
興
味
を

抱
き
途

に
人

ロ
論

を
著
す

に
至

つ
た

の
で
あ
る
。
固

よ
り
其

の
人

ロ
論

の
中

に
は

わ

「
人

ロ
は
制

限
せ
ら
れ
ざ
る
と
き
は
幾
何
級
敏
を
以

て
増
加
し
、
食

物
は
算
術
級
数
を
以

て
増
加
す

る
に
過
ぎ
ぬ
」

と

い
ふ
激
學

的
様
相

が
特

に
窺
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
斯
く

マ
ル
サ

ス
に
於

て
敷
育

の
傳
統

と
業
績

の
猫
創
と
が
混
清

し

て
居
る
事
實
は

、
杜
會

の
愛
動
を
省
察

せ
ん
と
す

る
學
徒

に
と
り
興
味

あ
る
與
件

で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
人

口
論
執
筆
・に
際

し
て

會
話

を

交

へ
た

所

謂

「
一
友

人
」
た
る

マ
ル
サ

ス
の
父
ダ

ニ
エ
ル
・
マ
ル
サ

ス
は
始
め
傳
統
的

の
静

か
な
生

活
を
逡

つ
た
が
、
次
第

に
佛
蘭
西
革
命

の
思

ゐ

想

に
共
鳴

し
、
絡
り

に
は

ヴ
ナ
ル
テ
ア
と
文
通
し

ル
ソ
オ
の
指
定
遺
言
執
行
者

と
な

つ
た
と
謂
は
れ
る
程
矯
激

と
な

つ
た
。
之

に

封
し

て
息

の

ロ
バ
ー

ト

・
マ
ル
サ
ス
は
偏
好

せ
る
敷
育

か
ら
出
嚢

し
、
次

い
で
國
教
徒
と
な
り

、
著
作
を
通

し

て
は
保
守
主
義
者

の
東
道

と
な

つ
た
。
是
れ
を
時
勢

が
前
代

の

マ
ル
サ

ス
の
自
由
主
義

に
追
付

い
た
も

の
と
見
る

べ
き
か
、
將

た

マ
ル
サ

ス

一
家

が

ロ
バ
ー

ト
に
至

つ
て
保
守
主
義

に
復
蹄
し
た
も

の
と
考

ふ
べ
き
か

の
問
題

に
移
す

と
き
興
味
は
釜
深
め
ら
れ

て
行

く

の
を

畳

え

る
。

マ
ル
サ

ス
の
姿
を
其

の
時

代

の
反
映

に
於

て
見
ん

と
す
る
者

は
、
英

國

の
室
氣

の
中

に
醸

生
せ
ら
れ
た
功
利
主
義

と
宗
教
的

の

目
的
観

と

い
ふ

一
見
相
容

れ
ざ
る
二

つ
の
思
想

の
合
髄

に
よ

つ
て
右

の
特
異
性
を
解
か
ん
と
す

る
が
、
併

し

マ
ル
サ

ス
自
身

は
常

T)内 田 銀 藏 博 士 稿 「マ ル サ ス 先 生 略 傳J脛 濟 論 叢 第 二 巻 第 五 號(大 正 五 年 五

刀 號)所 載 塗 看 。
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に
時
代

の
幸
編

に
留
意
し
、
實
際

の
経
験
を

尊
重
す
る
趣
旨
を
明

言
し
て
居
る

の
で
あ
る
。

例

へ
ば

人

ロ
論
初
版

の
第

十
六
章

に
は
次

の
如
き
言
が
あ

る
。

「
博
士

ア
ダ

ム

・
ス
、ミ
ス
の
研
究

の
揚

言
し
た
目
的
は
諸
國
民

の
富

の
性

質
及

び
原
因

で
あ

る
。
併

し
な

が
ら
共

の
他

に
樹
ほ
彼
が
時

に
之

と
混
同
し
た
と

こ
ろ

の
、
恐

ら
く
更

に
興
味
あ
る

一

の
研
究

が
あ
る
。

と

い
ふ
の
は
諸
図
民

の
幸
輻

叉
は
各
國
民

の
中
最
も
多
数

の
階
級
た

る
下
暦
就
會

の
幸
幅

及
び
快
樂
を
左
右
す

る
諸
原
因

の
研
究

の
こ
と

で
あ
る
。
吾

人
は

此
等
二
個

の
問
題

が
密
接
な
る
關

係
を
有
す
る

こ
と
、
而
し

て
ま

た

一
図

の
富

を
増

加

す
る
傾
向
あ
る
諸
原
因

が
同
時

に

一
般

的

に
言

へ
ば
國
民

の
下
暦
階
級

の
幸
幅
を
増
進

す
る
傾
向
を
有
す

る
こ
と
を
十
分

に
熟

知

し
て
居

る
。
併
し
恐
ら
く
博
士
ア
ダ

ム

・
ス
ミ
ス
は
此
等

二
個

の
問
題
を
實
際

よ
り
も
更

に
密
接
な
關
係
あ

る
も

の
と
考

へ
、

少
く
と
も

彼
は

一
枇
會

の
富

が

(
彼

の
富

の
定
義

に
從

へ
ば
)
増
加
す
る

に
拘

ら
す
、
其

の
肚
會

の
勢
働
階
級

の
快
樂
を
増
進

す

る

が
如
き
何
等

の
傾
向
無
き
場
合

あ
る

こ
と
を
注
意
す
る
邊

が
無
か

つ
た
や
う
で
あ
る
。
」

ア
ダ

ム

・
ス
、ミ
ス
が
富

の
性
質
と
原

わ

因

と
を
研
究

し
た
如
く
、

マ
ル
サ

ス
は
貧

の
性
質
と
原
因

と
を
研
究
し

つ

玉
あ

つ
た
と
謂
は
れ
る
所
以
は
鼓

に
存
す
る
。

ま
た

一
八
二
〇

年
に
公

に
せ
ら
れ
た

マ
ル
サ

ス
の
経
濟
原
論
は
表
題

に
特

に

「
其

の
實
際

の
適
用
を

目
的

と
し
て
考
察
す
」

と

い
ふ
語
を
添

へ
、
序

言
中

に
下

の
如

き
句

が
見
出

さ
れ

る
。

「
現
在
経

濟
學
者

の
聞

に
存
す
る
誤
謬
と
異
論

と
の
第

一
の
原
因

は

簡
翠

化
し

一
般
化

せ
ん

と

の
輕
卒
な
る
企
圓
を
爲
す

に
在

る
や
う
見
受
け
ら
れ

る
。
而

し

て
其

の
實
際
上

の
反
甥
者

が
部
分
的
事

實

に
屋
訴

へ
忽

卒

の
推
論

を
爲
す

一
方

に
、
此
等

の
學
者

は
反
鐵

の
極
端

に
奔
り
、
錯
雑
せ
る
事
物

に
關

し
て
專
ら
其

の
眞

理
と

の

實
利

と
を

樹
立
し
得

べ
き
廣
汎
な
る
且

つ
包
括

的
な

る
経
験

に
擦

り
理
論
を
十
分

に
吟
味
し
や
う
と
は
し
な

い
。
」
「
本
書

の
特
殊

マ
ツ
サ
ス
と
其
の
社
曾
煙
濟
吏
的
背
景

九
七

=)

2)

3)

Essay,Isted.,PP.303-3◎4。

Cf.Bonar,MalthusandhisWork,P。5.

Malthus,PrinciplesofPoliticalE◎onomy,consideredwithaViewtotheir

pτacticalApplication.LondonIg20.Introductionp.5.
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九
八

目
的
の

一
は
實
際
に
適
用
せ
ん
が
爲
め
に
経
濟
學
の

一
般
原
則
を
準
備
し
や
う
と
す
る
に
在
る
。
そ
れ
は
屡
経
験
に
訴

へ
、
且
つ

特
定
の
現
象
の
襲
生
に
於
て
起
る
凡
ゆ
る
原
因
に
就
き
吾
人
の
能
ふ
限
り
の
包
括
的
な
見
解
を
探
る
こ
と
に
ょ
つ
て
爲
す
の
で
あ

りる
。
L

然

ら
ば

マ
ル
サ

ス
が
最

も
念
慮

に
置

い
た
時

代

の
根

強

い
事
實

は
何

で
あ
る
か
。
是

は
彼

の
人

口
論

の
擦

つ
て
立

つ
と
こ
ろ

の

公
準
を
分
析
す
る

こ
と

に
よ

つ
て
求

め
ら
れ
る

と
思

ふ
。
即
ち

マ
ル
サ

ス
の
立

て
る
第

一
の
公
準

「
食
物
は
人
間

の
生
存

に
必
要

わ

で
あ
る
」
と
い
ふ
場
合
の
食
物
及
び
人
闇
は
何
を
意
味
す
る
か
を
省
み
れ
ば
宜
い
。
食
物
の
問
題
は
土
地
の
生
産
力
に
關
聯
す
る

が
、
同
時
に
食
物
就
申
穀
物
の
債
格
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
。
人
間
の
問
題
は
増
加
し
行
く
凡
ゆ
る
階
級
に
及
ぶ
け
れ
ど
も
、
特

に
下
暦
貧
民
階
級
に
は
切
實
で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
の
敵
會
維
濟
史
的
背
景
を
描
き
出
さ
ん
が
爲
め
に
は
斯
く
て
筆
を
穀
債
の
状
態

よ
り
起
し
、
貧
民
の
生
活
に
及
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。

二
、
穀
債
上
騰
の
趨
勢

マ
ル
サ

ス
が
人

ロ
論

の
初
版
を
公

に
し
た

一
七
九

八
年
は
、
藪
年
來
諸
物
債

の
上
騰
し
た
年

で
あ
る
。
蓋
し

一
七
九

三
年

二
月

一
日
英

國
は
佛
蘭
西

よ
り

宣
職
を
布
告

せ
ら
れ
、
二
十
三
年

間

の
大
職
齪
を

交

へ
る
端
緒
を
開

き
、
封

外
商
業
信
用
を
失
墜
し
、

加

ふ
る

に
國
内
農
作
物
は
人
爲

の
努
力

が
費

さ
れ
た

に
も
拘

ら
す
、
天
候

に
恵
ま
れ
な
か

つ
た

の
で
あ
る
。
此

の
鮎

に
於
て

「
物

債
史
」

の
著
者

ト

マ
ス

・
ト
ッ
ク
は

一
七
九

三
年
を

以
て

「
英
図

に
と
つ
て
、
欧
洲

に
と

つ
て
、
否
實

に
文
明
國

に
と

つ
て
年
代

1)Ibid.,P.2】L

2)Essay,isted.,P.:1.



監

わ

記
の
上
か
ら
最
も
記
憶
す
べ
き
年
」
で
あ
る
と
爲
し
て
居
る
。
ま
た

「英
國
農
業
の
過
去
及
び
現
在
」
の
著
者

ア
ー

ン
ル
卿
は

「
公
開
地
及
び
共
同
牧
場
と
い
ふ
古
代
の
農
業
組
織
の
訣
陥
が
経
験
に
よ
つ
て
匡
正
せ
ら
れ
た
の
は

一
七
九
三
年
で
あ
る
と
考

ヘ

ラ

ロ

ヨ

て
宜

い
」

と
読

い
て
居
る
。

い
ま

一
七
九

三
年
よ
り

一
七
九

八
年

に
至
る
食
物

の
便
格
を
ト

ッ
ク
の
記
す
所

に
從

つ
て
少
し
く
詳

か

に
述

べ
れ
ば
、
先

づ

一

七
九

三
年
は
夏
季
甚

だ
早
天

で
、
小
萎

は
亭
年
並

で
あ

つ
た
け
れ
ど
も
春
作

は

一
般

に
不
足

で
あ

つ
た
。
其

の
爲

め
債
格
は
牧
穫

後

に
低
落

し
、
ウ

イ

ン
ヅ
オ
市
場

に
於

け
る
相
場
は

三
月
二
十
五
日

の
通
告
節

冨

ξ
ム
昌

に

一
ク
オ
ー

ク
ー

に
つ
き
五
四
志

一

片

で
あ

つ
た
も

の
が
九

月
廿

九
日

の
ミ
カ

エ
ル
祭

竃

酵

器
巨

器

以
後

に
は
四
五
志

と
な

つ
た
。
翌

一
七
九

四
年

は
春
季

に
早
熟

し
夏
季

は
暑
熱
を
得
た

が
、
豫
想
外

の
不
作

を
示
し
前
年

の
鹸
剰

の
不

足
と
相
侯

つ
て
、
債
格
は
騰
貴
し

た
。

但
し
直
ち

に
消
費

を
制
限
す

る
ま

で
に
は
至
ら
な
か

つ
た

。
此

の
年

の
冬
期
は
非
常

の
寒
氣

に
襲

は
れ
た
結

果
、
作

物
に
謝
す

る

害

を

世

人

が

恐

れ

、
穀
物

の
平
均
便
格

は
次

の
如
く
な

つ
た
。

年

次

小

饗

大

夢

燕

多

一
七
九
五
年

】
月

一
H

五
五
志
七
片

三
四
志

二

片

一二

志

一
一
片

同

年
七
月

一
日

七
七
志
二
片

四

一
志

一
〇
片

ご
七
志

八

片

循

て
政
府

は

一
七
九

五
年
夙

に
焦
眉

の
食
物
不
足
を
警

告
し
て
非
常
野
策
を

考
案
し
た
。
即
ち
佛
蘭
西

向

の
穀
物
を
積
載

せ
る

中
立
國

の
船

舶
は
凡

て
之
を
翁
捕
し
、
英
國

に
同
航

せ
し
め
、
積
荷
を
買

取
る

こ
と

、
し
た

の
で
あ
る
。

同
時

に
政
府
は

バ

ル
チ

マ
ル
サ
ス
と
其
の
杜
會
経
濟
史
的
背
景

九
九

=)ThomasTooke,AHisto呼ofPrice馬andoftheStateoftheCircu]ation,

froml793to1837.工ondonl83&P.176.SeeTookeandNewmarch,A

HistoryofPrices,from1792to1856.Reproduced丘omtlleOriginalby

T.E.Gregory,London窟g28.

2)工ordEmle,EnglishFarming;PastandPresent.4thcd。LonbOnIg32.
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一
〇

〇

ッ
ク
海
方

面

の
諸
港

に
於
け

る
穀
物
を
買
集

め
る
代

理
商
を
任
用
し
た
。
夫
れ

に
も
拘
ら
ず
斯
ぐ

し
て
海
外
よ
り
供
給

せ
ら
れ
た

小
萎

の
額

は

一
七
九
五
年

に
三

十
萬

ク
オ
ー
ク
ー
を
出
な

か

つ
た
。
此

の

一
七
九

五
年

は
、
春
季

が
氣

候
逞
れ

で
塞
く
、
夏
季
風

雨
多
く
、
牧
穫

は
平
年
よ
り
も
晩
か

つ
た
。
斯

か
る
歌
態

の
下

に
在

つ
て
は
債
格
は
釜
上
騰
す

る
を
冤
れ
・す
、
英
蘭

及
び
ウ

ェ
ー

ル

ス
の
平
均
は
此

の
年

の
八
月

に

一
〇

八
志
四
片

に
達
し
た
。
然

る

に
八
月
の
中
旬
過
ぎ

て
よ
り
天
候
定
ま
り
、
九

月
を
通
じ

て

晴

天
を

示
し
た
か
ら
、
十

月

に
入

つ
て
は
準
均
偵
格

が
七
六
志
九

片

に
低
下
し
た
。
但
し
元
來
不
足
を
告
げ

て
居
り

、
債
格
は
再

び
著
し
く

上
騰

し
た
爲
め
、
十
月
廿
九

日
の
議
會
開
會

の
際
國
王

の
憂
慮

に
満
ち
た
敷
錠

が
與

へ
ら
れ

た
。
是

に
於

て
か
食
物
不

足

の
性
質

や
原
因

に
關

し
、
ま

た
之

が
救
濟
策

に
關

し
議
論

が
沸
騰
し
た
。
十

一
月
三
日
大
藏
卿

は
委
員
を
任
命

し
歌
乏

の
歌

況

と
共

の
救
治
方
を
調
査
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
。
之

に
よ

つ
て
得

ら
れ
た
穀
債
昂
縢

の
読

明
は
農

地
の
猫
占

、
投
機
或
は
買

占
費

崩

、
職
争
等

で
あ

つ
た
。

而
し

て
絡

り

に
採
用

せ
ら
れ
た
救
濟
策

は
次

の
如
き
輸
入
奨
働
金
を
與

へ
る
法
律

で
あ

つ
た
。
即
ち
数

量

が
四
十
萬

ク
オ
ー
タ
ー

に
達
す
る
ま

で
は
欧
洲

の
南
部

よ
り
小
萎

に
封

し

て
は
品
質

に
從

ひ

一
ク
オ
ー
ク
ー

に
つ
き

一
六
志
よ

り
二
〇
志

ま
で
、
ま
た
萎

粉

に
封

し
て
は

一
ハ
ン
ド

レ
ッ
ド
ウ

エ
イ
ト

に
つ
き

六
志
、
五
十
萬

ク
オ
ー

タ
ー

に
達
す

る
ま
で
は
米

國

よ
り
同
様
、
五
十
萬

ク
オ
ー

ク
ー

に
蓮
す
る
ま
で
は
欧
洲

の
他

の
地
方
よ
り
は

一
二
志
乃

至

一
五
志

,
而

し
て
右

の
数

量
を
超

ゆ
る
と
き

は
八
志
乃
至

輔
○
志

、
夫

々
奨
働

金
を
與

へ
る

の
で
あ

る
が
、
其

の
有

効
期
限
は

一
七
九
六
年
九

月
三
十

日
ま

で
と
し

た
。
荷
ほ
救
濟
策

と
し

て
は
家
庭
内

に
於
け
る
パ

ン
の
消
費
を
三
分

の

一
程
減

ぜ
ん
と
す
る
も

の
も
あ

つ
た
け
れ
ど
も
鴇

其
他

の

生
活
資

料
も
小
萎

と
殆
ど
比
例
し

て
騰
貴

し
た
か
ら
、
勢

働
階
級

は
其

の
受
け
る
賃
銀

に
よ

つ
て
は
到
底
生

活
し
得

ぬ
や
う

に
な



つ
た
。
農
業

勢
働
者

の
間

に
騒
動

や

=
撲
の
嚢
生
し
た

の
は

[
部
分
右

の
如
き
結
果

に
外
な
ら
す
、
蝕

に
賃
銀
扶
持
制
度

が
講

ぜ

ら
れ
た

の
で
あ
る
。
併

し
な

が
ら
窮
厄
は
翠

に
曲労
働
階
級

の
み
が
瀕
し
た

の
で
な
く

、
彼
等

の
直
ぐ
上

の
階
級

、
即
ち
廣
く

一
定

の
貨
幣
所
得

に
依

る
と

こ
ろ

の
階
級

が
感

じ
始

め
た
。
然

る

に
地
主
階
級

に
と
つ
て
は
斯
か
る
時
は
地
代
を
學
げ
得
る

が
故

に
繁

榮

を
招
く
。
農

政
學
者

ア
1
サ
ー

・
ヤ
ン
グ
は
此
の
鮎

に
關
し

て
次

の
如
き

周
匝
な
親
察
を
與

へ
た

の
で
あ
る
。

「
一
七
九

五
年
五
月
よ
り

一
七
九

六
年
四
月

に
至
る
十
二
箇
月
聞

の
小
萎

の
干
均
債

格
は
、
英
蘭
及
び
ウ

エ
ー

ル

ス
を
準
均
し

て

一
プ
ッ

シ

エ
ル
に
つ
き

一
〇
志
七
片

で
あ
り
、
大
萎

の
そ
れ
は
四
志
九

片

で
あ

つ
た
。

さ

て

一
七
九
四
年

に
絡

る
十
二
箇
年

の
便

格

は
小
萎

に
つ
き
五
志

一
〇
片

、
大
萎

に
つ
き

三
志
三
片

で
あ

つ
た
。
故

に
上
述

の
年

に
は
債
格
は

一
ケ

ッ

シ
ェ
ル
に
つ
き
小
萎

に
は
四
志
九
片
、
大
多

に
は

一
志

六
片

此

の
平
均
よ
り
超
過
し
た
こ
と
に
な
る
。
假

に
小
萎

の

一
年

の
消
費

を
八
、
七
〇

一
、
八
七

五

ク
オ
ー

タ
ー

と
し
、
大
萎

の
そ

れ
を

一
〇
、
五
四
五
、
O
O
O

ク
オ
ー

ク
ー
と
し
よ
う
。
伺

二
年
聞

の
卒
均
の
牧
穫

の
不
足
を
當

該

期
間

に
影
響
す

る
限
り
小
萎

に
つ
き
五
分

の

一
に
達

し
た

と
し
よ
う
。
更

に
尚
大
萎

は
雨
度

の
牧

穫

の
平
均

に
於

て
中
庸

を
得

た

と
し
よ
う
。
然

る
場
合
は
左

の
如
く
消
費

せ
ら
れ
る

で
あ
ら
う
。

.

六
、
九
六

一
、龍
O
O
、〃
ナ
ー
タ
ー
の
小
多
に
つ
き

一
プ
ヅ
シ
ェ
ル
四
志
九
片
即
ち

一
〃
ナ
ー
タ
ー
三
八
志
の
超
過
債
絡

一
一二
、
二
二
占ハ
、
八
四
九
碑

一
プ
ジ
シ
出
ル

一
志
六
片
即
ち

】
〃
ナ
」
タ
ー
一
二
志
の
.一
〇
、五
四
五
、
0
0
0
ク
ナ
ー
タ
ー
の
大
峯
に
つ
惑

六
、
三
二
七
、
O
O
O
硬

一
九
、
五
五
三
、
八
四
九
硬

故

に
若
し
此

の
論

擦

に
し
て
正
し
く
且

つ
是
が
不
定

の
基
礎

の
上

に
立

つ
計
算

と
し

て
軍

に
試

み
ら
れ
た
も

の
と
せ
ば
、
農

民
は

マ
ル
サ
ス
と
其
の
牡
會
縄
濟
史
的
背
景

湘
0

7



一
〇

二

此
等
の
二
つ
の
商
品
の
み
で
、
不
足
を
五
分
の

一
と
い
ふ
甚
だ
多
き
も
の
に
見
積
つ
て
も
牧
穫
の
不
足
以
上
に
約
二
千
萬
確
牧
め

り

た

こ
と

に
な
る
。
而
も
他
種

の
食
物

の
債
格

に
つ
い
て
は

一
言

の
加

ふ
る
所
無
く

し
て
然

う
で
あ

る
。
」

斯
く

て
食
物

の
不
足
と
夫

以
上

の
峡

乏
の
不
安
と
は

一
七
九

六
年

の
春

に
至

つ
て
絶
頂

に
達
し
、

小
萎

の
平
均
債
格
は

一
〇
〇

志

に
及
ん
だ
。
然
る

に
此

の
年

の
牧
穫

は
豊
富

で
あ
φ
、
加

へ
て
八
十
萬

ク
オ
ー

ク
ー
以
上

の
楡
入

が
あ

つ
た
か
ら
、
小
萎

の
債

格
は
年
末

に
五
七
志

三
片

に
下
落

し
、
此

の
下
落
は
翌

一
七
九

七
年

の
夏

に
至
る
ま

で
糖
績

し
て
四
九
志

乃
至

五

〇

志

と

な

つ

た
。

一
七
九
七
年

は
春

の
來
る

こ
と
逞
く
、
夏
は
不
順

で
寧
ろ
涼

し
く
、
牧
穫
時

に
風
雨
あ

つ
た
爲

め
、
作
物
は

品
質
数

量
共

に

不
良

で
あ

つ
た
。
從

つ
て
贋

格
は
六
月

に
五
〇
志

の
も

の
が
十
月
に
六
〇
志

に
漸

騰
し
た
け
れ
ど
も
、
年
末

に
は
再
び
五
二
志
九

片

に
低
落
し
翌
年

の

一
七
九
八
年

二
月

に
は
四
九

志

一
〇

片
を
告
げ
た
。
此

の
低
落

は
前
年

に
於
け
る
絵
剰

と
四
〇
七
、
二
四
ニ

ク
オ
ー

タ
ー
の
小
萎

の
楡
入
と

に
麟

せ
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

.

絡
り

に

一
七
九

八
年

は
如
何
と
言

ふ
に
此

の
年
は
豊
年

に
馬
す

る
。
即
ち
夏
暑
く
牧
穫
も
順
調

で
あ
ρ
、
小
変

の
作

が
最
良

で

あ

つ
た
。
平
均
債
格
は
八
月

に
五

一
志

三
片
、
十

一
月

に
四
八
志
を
示
し
た
。
左

に

一
七
九
八
年

の
末
と

一
七
九

二
年

の
末

と

に

於
け
る
小
萎

の
準
均
債
格
を
並
記
す
れ

ば
殆
ど

同
じ
高
さ

に
復

し
た
こ
と
を
知
り
得
る
。

年

次

大

多

小

蓼

蒲

蓼

一
七
九
二
年
十
二
月

四
七
志

二

片

二
九
志

一
〇
片

一
入
志

六

片

一
七
九
入
年
十

一
月

四
七
志

一
〇
片

二
九
志

○

片

剛
九
志

一
〇
片

r)ArthurYoung,AnnalsofAgdculture,VoLxxvi.p。46g.quotedinTbdke,

P.=87。



詳
言
す
れ
ば
英
國
は
佛
國
と
戦
争
を
開
始
し
て
よ
の
六
年
、
公
債
を
以
て
支
耕
す
る
経
費
の
膨
脹
に
悩
み
つ
曳
穀
債
の
上
騰
を

経
験
し
、
復
た
以
前
の
水
準
に
蹄
つ
た
の
で
あ
る
。

穀
便
が
右
の
如
き
大
な
る
攣
動
を
受
け
た
と
同
時
に
他
の
商
品
の
債
格
も
亦
非
常
な
浮
沈
を
見
た
。
之
が
数
字
の
み
を
吹
に
示

め

さ

う

。
木 牛 来 油 亜 外 大 亜 灰

麻 國 ・

仁 鐵 麻 廊 分材 脂

(
C

W
t
當

り
)

(
噸

當

り

)

(
同

右

)

(
同

右
)

(
〃
ナ

ー

タ
ー
當
り
)

(
噸

當

り
)

(
c
W
t
嘗

り
)

(
同

右
)

(
覆

載

當

頭
)

一
七
九

三
ー
四
年

二
四
-

三

一
志

二
八
ー

三

二
赫
…

ニ
ニ
!

二
三
鰺

一
二
脅

1

×

三

五
志
-

四
〇
志

四

二
i

四
六
脅

ら

一
五
1

一
六
志

三

八
-

三
九
志

四
三
志
1

×

爾

、
植

民

地

の
物

産

の
償

格

騰

貴

を

物

語

る

数

字

は
次

の
通

り

で
あ

る
。

一
七
九
三
ー
四
年

翔

排

ジ
ヤ

マ
イ
カ

(
c
W
t
當
・り
)

七
七
ー
九
七
志

マ
ル
サ
ス
と
其
の
祉
倉
経
濟
史
的
背
景

一
♪
u
九

五
ー
山ハ
年

六

〇

ー
七
〇
志

五
四
ー

五
七
厨

五

入
ー

五
九
縛

二

二
虜

五

志

山
ハ
○

ー
山
ハ
三
憲
凹

七
〇
i

七

一
瞬

四

一
-

四

三
志

七

八
i

八
〇
志

八
〇
志
!

×

恥

】
七
九
轟バ
ー

・七
』竿

三
九
-
五

五
志

四
四
ー
四

五
硝

三

ニ
ー
三

四
傍

一
九

硬

一
五
志

三
〇
ー
三

五
志

山ハ
∩
)1
山
ハ
三
謡
閉

一
五
ー

一
六
志

四
六
ー

四
七
憲

五
〇
1

五

五
志

一
七
九

入
-

九
年

一
八
五
1

一
九
六
志

一
〇
三

1)Tooke,Ibid.,P.189.

2)do.,P.Igo.



砂姻 蘇 胡 印 洋 綿

度方

熔

撫東
印
度
白

紅藍

東
印
度
上
等

椒

黒

木草

(
同

右
)

(
封

度

當

り
)

(
封

度

當

り
)

(噸

営

り

)

(
封

度

當

り
)

■

三

二
1

五
八
志

六
〇
1
七

〇
志

一
志

一
片
ー

一
志

四
片

=

一
志
1

一
二
志
三
片

七

由心
山
ハ
貯庁
ー
九

志
山ハ
片

一
三
片

六
ー

入
徳

三
片
1

五
片

一
〇

四

山
ハ
ニ
ー

八
七
志

九
占
バ
ー

一
一
五
憲
牌

三
志
六
片
i

四
志
六
片

五
四
志

一
一
志
ー

一
三
志
九
片

一
=
一
片

四

八
ー

五
〇
傍

一
一
●
五
片
1

一
山ハ
陸
月

ト
ッ
ク
の
見
解

に
從

へ
ば
各
年
代

に
於
け

る
物
便

の
高
低

と
い
ふ
現
象

の
主
要
な
る
原
因
を

一
般

に
読
明
す
る
爲

め

に
は
、
季

節

の
攣
化
、
職
争
、
及
び
通
貨

の
諸

項
目
に
分

類
し

て
爲
す

べ
き

で
あ

る
。
固
よ
り
此

の
以
外

に
債

格

に
影
響
す
る
も

の
と
し
て

は
人

口
の
増
加
及
び
農
工
業

の
改
良
な

る

一
般

的
性

質
を
有
す

る
と
こ
ろ
の
事
情

が
存
す

る
け
れ
ど
も
、
此

の
二

つ
の
事
情
は
共

の
作

用
反
封

の
方
向

に
於

て

一
定

で
あ
り
且

つ
前
進
的

で
あ
る
か

ら
、
債

格

の
大

攣
動
を
読
明
す

ぺ
き
論

擦

の
重
要
な
る
部
分

と

め

は
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。
伍

て
ト

ッ
ク
は
右

の

一
七
九

三
年
よ
り
九

八
年

に
至
る
債
格

の
歌
態
と
共

に
同

期
闇

に
於
け
る
金
融

の
歌

態
を
も
併
せ
読
く

の
で
あ

る
が
、
鼓

に
は
其

0
詳
細
を
省
き
、
彼
自
身

の
此

の
期
間

に
鉗
す
る
観
察

の
摘
要

の
み
を
拾

つ
て
見

よ

う
。
即
ち
次

の
如
く

で
あ
る
。

一
、
此

の
時
期
は
海
外
支
佛

の
均
衡

の
非
常

に
逆
な
時

で
、
貨
幣

の
流
通

又
は
数

量

の
増
加

せ
ざ
る
時

で
あ

つ
た

。
是

が
原
因

と
な

つ
て
爲
替

の
低
落
を
招
き
、
九
五
年
及
び
九

六
年

に
地
金

の
流
出
を
來

し
た
。
而
し

て
爲
替

が
好
調

と
な
り
、
地
金

が
英
蘭

銀

1)Tooke,Ibid.,Introduction.p.5.



行
の
通
貨
増
嚢
と
共
に
流
入
す
る
や
、
海
外
支
彿
の
停
止
を
見
た
。

二
、
當
時
の
鍛
行
の
重
役
は
嚢
行
の
制
限
に
よ
つ
て
爲
替
の
管
理
を
爲
す
と
い
ふ
原
則
を
實
行
し
て
有
効
な
る
を
見
た
。

三
、
九
四
年
及
び
九
五
年
の
大
凶
作
の
結
果
九
五
年
及
び
九
六
年
に
食
物
の
便
格
の
騰
貴
を
示
し
、
同
時
に
銀
行
通
貨
の
減
少

を
現
は
し
た
。
ま
た
通
貨
の
壇
加
と
共
に
食
物
の
債
格
低
落
し
九
八
年
の
絡
に
は
九
三
年
の
初
の
水
準
に
ま
で
降
下
し
た
。

四
、
九
六
年
よ
り
九
八
年
の
絡
ま
で
は
食
物
及
び

一
般
に
欧
洲
の
物
産
の
便
格
は
低
落
し
た
が
、
爲
替
の
暴
騰
に
俘
ひ
海
外
の

物
産
の
榎
格
は
凡
て
急
騰
し
た
。
而
し
て
共
後

一
八

一
四
年
の
初
に
至
る
ま
で
蓮
し
た
こ
と
の
な
い
高
さ
に
上
つ
た
。

五
、
九
六
年
よ
り
九
八
年
の
経
に
至
る
ま
で
の
穀
物
及
び

一
般
に
欧
洲
の
物
産
の
便
格
の
低
落
は
公
債
に
よ
り
主
と
し
て
支
欝

せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
政
府
の
経
費

の
漸
壇
に
俘
つ
た
。

六
、
右
の
如
く
な
る
が
故
に
此
の
時
期
に
於
け
る
特
微
を
爲
す
債
格
の
非
常
な
、
且
つ
未
曾
有
の
饗
動
を
読
明
す
る
も
の
と
し

ハ

て
は
職
畢
の
需
要
の
影
響
を
假
定
す
る
こ
と
は
通
貨
の
影
響
を
假
定
す
る
と
同
様
論
擦
が
乏
し
い
。

さ
て
以
上
の
如
き
食
物
の
便
格
騰
貴
の
趨
勢
は
、

マ
ル
サ
ス
が
五
年
の
後
即
ち

一
八
〇
三
年
に
人
ロ
論
第
二
版
を
出
し
、
著
者

わ

名
を
掲
げ
自
ら
序

文
申

に

「
之

を

一
新
著

述
と
見

る
も

可
な
り
」

と
言

ふ
に
至

つ
て
も
異
る

と
こ
ろ
は
な
か

つ
た
。
否
、
穀

債
は

ハ
　

ユ

ね

此

の
期
間

に
於

て
英
國
史
上
嘗

て
見
ざ
る
最
高

に
蓮

し
州

ト
ッ

ク
を

し
て
次

の
如
き
摘
要
を
語
ら
し
め
た

の
で
あ
る
。

一
、
食
物

の
便
格

は

一
七
九
九
年

の
初

に
は

一
七
九

三
年

以
前

の
李
均
程
低
か

つ
た
け
れ
ど
も
、
他

の
歌
洲
産
出

の
商

品
と
共

に
室
前

の
高

さ

に
進

ん
だ
。
是

は
楡
入

の
實
際
上
及
び
危
惧

上

の
妨
害
を
伴

へ
る

一
七
九
九
年
と

一
八
〇
〇
年

と

の
二
大
凶
作

の

マ
ル
サ
ス
と
其
の
杜
愈
輝
濟
史
的
背
景

一
〇
五

1)

2)

Tooke,PP.210-211.

Malthug,AnEssayonthePrincipleofPopulation;orlAViewofitsPast

andPresentEffectsonHumanHappiness=withanInquiryintoOurPro-

spectsrespectingtheFutureRemovalorMitigationoftheEvilswhichit

contains.London1803.Preface,P.v.



肖
〇
六

必
然
的
結
果
で
あ
つ
た
。

二
、

一
八
〇

一
年
、
二
年
及
び
三
年
の
豊
作
の
來
復
と
海
外
よ
り
の
供
給
の
障
碍
除
去
と
に
よ
り
、

一
八
〇
三
年
の
絡
に
於
け

る
穀
物
及
び
他
の
欧
洲
物
産
の
慣
格
は
前
述
の
季
節
と
、
政
治
的
妨
害
よ
り
高
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
こ
ろ
の
水
準
に
ま
で
降
下

し
た
。

三
、

一
七
九
九
年
及
び

一
八
〇
〇
年
に
於
け
る
食
物
及
び
欧
洲
物
産
の
償
格
の
暴
騰
と
共
に
薪
大
陸
よ
り
の
物
産
の
債
格
の
暴

落
が
起
つ
た
。
斯
く
て
貨
幣
の
翠
な
る
増
稜
と
い
ふ
如
き

嚇
般
原
因
の
活
動
の
推
測
を
否
定
し
た
。

四
、

一
七
九
九
年
及
び

一
八
〇
〇
年
に
於
け
る
食
物
及
び

一
般
に
欧
洲
物
産
の
債
格
の
騰
貴
に
銀
行
通
貨
の
増
加
、
金
の
便
格

の
騰
貴
、
並
び
に
爲
替
の
低
落
が
件
つ
た
。

五
、

一
八
〇

一
年
の
春
以
後
に
於
け
る
穀
物
及
欧
洲
物
産
の
低
落
、
金
の
債
格
の
低
落
、
並
び
に
爲
替
の
上
騰
に
銀
行
雰
流
通

の
夫
れ
以
上
の
増
加
が
伴
つ
た
。
斯
く
て
銀
行
券
の
増
加
は
債
格
と
爲
替
と
の
前
の
攣
更
の
原
因
で
あ
る
と
い
ふ
推
測
を
否
定
せ

し
め
る
理
由
を
與

へ
た
。
其
の
故
は
若
し
右
の
如
く
で
あ
る
と
せ
ば
銀
行
券
の
夫
れ
以
上
の
増
加
は
債
格
の
低
落
と
爲
替
の
同
復

と
を
妨
ぐ
ぺ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

六
、
食
物
及
び
他
の
多
く
の
消
費
用
品
の
債
格
は
大
掛
か
り
の
職
時
に
し
て
且
つ
政
府
が
其
の
経
費
支
辮
の
爲
め
の
公
債
を
嚢

(註

2

)

行

し
た

と
こ
ろ

の

一
八
〇
三
年

に
於

て
は
李
和

の
年
た
る

一
八
〇
二
年

に
於
け

る
よ
り
も
低
か

つ
た
。
而
し

て
最
後

に
軍
需
品

の

ぬ

へ

あ

う

も

り

債
格
を
除
い
て
は
此
の
期
間
に
は
職
時
需
要
の
債
格
の
欣
態
に
於
け
る
痕
跡
は
認
め
ら
れ
す
、
ま
た
通
貨
の
債
値
の
低
減
は
示
さ



れ
な
か
つ
た
。
但
し
此
の
語
を
以
て
貨
幣
の
増
加
に
因
る
債
格
の
騰
貴
を
意
味
す
る
も
の
と
し
、
商
品
の
比
較
的
稀
少
に
因
る
騰

0

貴

を

意

味

し

な

い
も

の
と
す

る
。

(
註
-
)

一
入
O
Q
年
及
び

一
八
〇

一
年
に
於
け
る
穀
儂
が
英
國

に
於
て
前
後

に
無
き
最
高
の
も
の
で
あ
ろ
こ
と
に
就

て
は
多
く
の
異
論
た
見
ぬ
と

こ
ろ
で
あ
ろ
が
、
ア
ー

y
ル
卿
の
掲
げ
る
穀
便
の
表
に
工
れ
ば
右
の
爾
年
工
り
も

一
八

=

一年
の
債
絡

の
方
が
高
く
な

つ
て
ゐ
る
o
即
ち

ア
ー
y
ル
卿
の
示
す
数
字
に
次
の
通
り
ぐ
あ
ろ
。

一
八
〇
〇
年

一
=
二
志

一
〇
片

一
入
O

一
年

一
一
九
士心
山ハ
片恥

一
八

一
一
憎
年

一
二
山ハ
志

山
ハ

片

併

し
な

が
ら

ト

ヅ
ク
の
掲
げ

る
表

に
よ
れ
ば
次

の
如
く

一
八

一
二
年

に
於

け

ろ
穀
債

に
甚

だ
大
で
あ

る
が
、

一
八
〇
〇
年
及

び

一
八
〇

一

年

に
於

け

る
も
の
に
に
及
ぼ

ぬ
。

一
八
〇
〇
年

一
二
七
志

0

片

M
入
O

一
年

一
二
八
士
櫛

山
ハ
陥
月の

一
入

一
二
年

一

一
入
志

0

片

ま
お

ト
イ

y
ピ

ー
も
穀

便
に

「
一
入
O
O
年
及
び

一
八
〇

一
年

に
に

=

一
七
志
及

び

=

一
入
志
六
片

と

い
ふ
最
高

限

に
逮

し
、
吾

等
為
第

の

十
四
祀
以
來
の
飢
謹
に
殆
ど
瀕
せ
し
め
☆
」
と
述
べ
て
居
る
o

(
註

2
)

一
八
〇
二
年
に
ア
ミ
ア

y
平
和
條
約
が
結
ば
れ
英
佛
の
戦
孚
に

】
時
治
ま
つ
れ
。
併
し
翌

一
八
〇
三
年
に
再
び
開
戦
准
見
六
〇

マ
ル
サ

ス

は
此
の
問

に
第

二
同
の
海
外
旋
行
に
出
で
、
佛
蘭
四
及
び
瑞

四
な
歴
訪
し
て
蹄
國
す
る
こ
と
が
出
來
表
。

マ
ル

サ

ス
は

人

口
論

の
初

版

を

出

し

た
翌

年

即

ち

一
七
九

九

年

に
友

人
数

名

と
共

に
第

一
回

の
海

外

族
行

を

企

て
、

猫

逸

、

瑞

マ
〃
サ

ス
と
其
の
杜
曾
経
濟
史
的
背
景

一
〇
七

1)

2)

3)

4)

Tooke,PP.252-・254.

Emle,oP.cit.ApPendixIII.(ii).P.441.

T・ 。ke,ApPendix.P.389.

Toynbee,OP・cit.P・82・



へ

.

日

〇

八

典

、

諾
威

、
券

蘭

及

び

露
西

亜

の

一
部

を
訪

れ

た

が

、
蹄

國
後

英

國

に
於

け

る
食

物

の
債

格

が
他
國

に
於

け

る

よ

り

も
遙

か

に
高

い

の
を
獲

見

し

、
再

び

暖

名

で
小

冊

子
を

公

に
し

た

。

此

の
小

冊

子

は
題

し

て

「
食

物

の
現
在

の
高

債

な

る

原

因

の

一
研

究
」

(>
p
H
ロ
く
8
焦
σΩ
満
ユ
8

0
{
昏
。
O
p
仁
器

o
{
昏
。
℃
器
器
真

誕
黄
ゲ

℃
ユ
8

0
臨
男
3
〈
匠
o
霧
・
H
Qρ
8

し

と

日

ひ
、

其

の
目
的

は

ボ

ナ
ー

の
読

め

く
所

に
よ
れ
ば
食
物

の
債
格
が
訣

乏
に
基

く
も

の
と
し

て
は
法
外

に
高

き
こ
と
を
示
す

に
在

つ
た
。
而
し

て
同
時

に

マ
ル
サ

ス
は

其

の

一
節

に
人

ロ
論
が
既

に

一
年

以
上
版

の
絶

え

て
ゐ
る
こ
と
を
言

ひ
、
他
國

の
記
述
を
例
誰

し
て
更

に

一
般

の
注
意

に
値

す
る

わ

も

の
た
ら
し
め
ん
が
爲

め
第

二
版

の
刊
行
を
延
期
し

て
ゐ
る
と
記

し
た
。

一
七
九
九
年
及
び

一
八
〇
〇
年

に
於
け
る
穀
便

の
暴
騰

無
か
り
せ
ば
、

マ
ル
サ

ス
を

し
て
右

の
如

き
冊
子
を
性
急

に
出

版

せ
し
め
た

で
あ

ら
う
か
を
疑

つ
て
差
支
な

い

と

思

ふ

の

で
あ

る
。人

口
論

は

マ
ル
サ

ス
の
生
前
尚

一
八
〇
六
年

(
第

三
版
)
、

一
八
〇
七
年

(
第

四
版
)
、

一
八

一
七
年

(
第
五
版

)
、
及
び

一
八
ニ

ハ

六
年

(
第

六
版

)
と
版
を
重

ね
た
け
れ
ど
も
、
此
等

の
年

に
於
け

る
穀

物

の
債
格
は
事
實

上
決

し

て
低
く
な
ら
な
か

つ
た
。
試

に

亭
均
便
格

の
み
を
探
る
も
、

一
八
〇
〇
年

よ
り

一
八
〇
九
年

に
至
る
間

は
八

二
志
二
片
、

一
八

一
〇
年

よ
り

一
八

一
九
年

に
至
る

間
は
八
八
志

八
片
を

示
し
、
之
を

遡

つ
て

一
七
七
〇
年
よ
り

一
七
七
九
年

に
至
る
四
五
志
、

一
七
八
〇
年

よ
り

一
七
八
九
年

に
至

つ

る
四
五
志
九
片
、

一
七
九
〇
年

よ
り

一
七
九
九
年

に
至
る
五
五
志

=

片

に
比
す

る
と
き

、
如
何

に
其

の
騰
貴

が
甚
し
く
且

つ
逓

(
註

)

昇

の

一
路
を
辿
り

つ

玉
あ

つ
た
か
を

知
る
に
足
る

の
で
あ
る
。

さ
れ
ば

こ
そ

キ
ャ

ナ

ン
は
當
時

の
英
國

に
就

て
謂
ふ
。

「
國
内

の

経
濟
厭
態

の
申
、
如
何

に
皮
相
な

る
槻
察
者

と
雄
も
銘
刻

ぜ
し
め
ら
れ
ざ
る
を

得
ぬ
二

つ
の
特
徴
が
あ

つ
た
。
即
ち
毅
物

の
高
き

1)SeeBonar,MalthusandhisWork,P.307.

2)小 泉信 三 .マ ル サ ス入 口論 解 題 〔岩波 書 店刊 行 、脛 濟 學 古典 叢 書.伊 藤 秀
一 ・寺 尾 琢 磨 共 課

、 マ ル サ ス入 口論(第 六 版)〕 二 四一 五 頁 塑 照0

3)河 上肇 稿 「マ ル サ ス入 口論 初 版 以 下各 版 ノ差 異 」 経 濟 論 叢 、第 一 巻 第 土號

(大 正 四 年 八 月號)所 載 謬 照0

4)SeePorter,s㎞)9ressoftheNation,1836,PP.156-・tr57.



め

便

格

と
耕

作

の
改

良

撰

張

と

が
是

れ

で
あ

る
。
」

然

ら

ば
停

止
す

る

こ

と
な

く

改
良

せ

ら
れ

接

張

せ
ら

れ

つ

』
あ

つ
た

農

耕

の
歌

態

は
吾

等
回
顧

の
時

期

に
於

て
如

何

で
あ

つ
た
か

。
節

を

改

め

て
之

を

読

か

う
。

(
髄
)

キ

ャ
ナ

y
に
特
に

「
}
入

M
三
年
の
頃
」
と
書

い
て
居
る
け
れ
ど
も
、
是
に
學
蹴
史
の
上
か
ら
論
ぜ
ら
れ
於
こ
と
で
、
祉
會
煙
濟
史
の
上
か

ら
に
深
く
泥
む
」
、と
な
要

ぜ
ぬ
と
こ
ろ
.て
あ
ろ
o

一『

農
業
の
改
艮
と
擬
張

マ
ル
サ
ス
の
人

口
論

の
出
嚢
鮎

を
爲
す
食
物
、
就
申
穀

物

の
慣
格

が
第

十

八
世
紀

の
末
葉

よ
り
第

十
九

世
紀

の
初
頭

に
亘

つ
て

前
古
類

ひ
無
き
騰
貴
を

示
し
た

こ
と
は
右

に
見
た
通
り

で
あ
る
。
是

に
於

て
當
時

の
英

國

に
は
農
業

の
改
良

と
摘
張
と
が
著

し
く

促
進

せ
し
め
ら
れ
、
人
を
し

て
英

國

の
産
業

革
命

の
時
代

は
同
時

に
農
業
革
命

の
時
代

で
あ
る
と
唱

へ
し
め

る

に

至

つ
た

の

で

あ

る
。

先

づ
農
業

の
技
術
的
改
良

に
關
し

て
は
ジ

ョ
ー
ジ
三
世

(嵩
Q。
Q。
1
お
トっ
e
、

タ
ウ

ン
ゼ

ン
ト
卿

(μ
O
録
-
嵩
QQ
3
、

ロ
バ
ー

ト

・
ぺ

ー

ク
ウ

ェ
ル

(昌
廣

-
昌

⑩
9
、

コ
ー

ク

・
オ

ブ

・
ホ

ル

カ

ム

(嵩
α
b。
1

μ
Q。豊

等

が
與

つ
て
力

が

あ

つ
た

。

ジ

ョ
ー

ジ
三

世

は
頗

る
熱

心
な
農
業

改
良
論
者

で
あ

つ
て
、
嘗

て
農
業
上

の
見
解

を
嚢
表
し
た
書

申

に
親
し
く

..国
母
ヨ
自

0
8
お
。
、、
と
署
名
し
た
と

傳

へ
ら
れ
る
。

王

の
治

世
中

に
國
内

の
各
地
に
は
種

々
の
農
會

が
設
立

せ
ら
れ
、
多
く

は
永
績
し
な
か

つ
た
け
れ
ど
も
、
當

時

の

農
業
を
鼓
吹
す

る
新
精
紳
を
示
す

に
は
十
分

で
あ

つ
た
。
就
中

一
七
九
三
年

に
有
名

な
農

政
家

ジ

譜
ソ
・
シ
ン
ク

レ
ー

ア
卿

(昌
鰹

マ
ル
サ
ス
と
其
の
砒
會
経
濟
史
的
背
景

一
〇
九

=)Edwln(㎞nan,AHistoryofthcTbeoπiesofP加ductio鰍andDigtribution

inEnglishPoliticaユEconomyfrom1776to塞848・2ndEd・London19◎3・

P.14&



一

一
〇

(
跳

》

ー

μ
。。
。。
α
)
を

総
裁

と

し

ア
ー

サ
ー

・
ヤ

ン
グ

(μ
録

μ
1

μ
。。団
e

を

書

記
長

と
す

る

扇
露

乙

9

>
σ。
警

巳
言
器

が
創

立

ぜ
ら
れ

、

國

内

の
農
業

状
態

に
關

す

る

資

料

を
蒐

集

す

る

こ

と

玉
し

た

。

(
駐
)

ぎ

碧
自
oh
b
㎎
一巳

冠

o
は
今
日
の
内
閣
に
於
け
ろ

一
省
の
如
き
も
の
で
に
な
く
て
、
寧
ろ
政
府
か
ら
補
助
金
な
受
け
ろ

男
2
巴
◎ゆ
8
げ
屯

の

め

如
惑
も
の
で
あ

つ
索
。

↓
訂

〉
コ
邑

。・
o
h
b
σQ
ユ
。巳
言
誘

な

る
定

期
刊
行
物

な
出
し
れ
が

、

一
八

二
二
年
に
廣

止

ぜ
ら
れ
六
。

但

し
其
後

一

八

三

八
年

に

に

男
b
鴇
巴

書

一窪
犀
ロ
冨
一
ω
O
o
凶o
蔓

、

一
入

四

二
年

に

に

b
σq
ユ
窪
#
霞
鑑

O
げ
。
ヨ
討
け蔓

}
累
8

ド
ニ
8

が

設

立

せ

ら

れ

六

〇

幻

ク
ウ

ン
ゼ

ン
ド
卿

は

一
名

..目
鐸
旨
ぢ

↓
。
ミ
ロ
島
窪
畠
..
と
呼
ば
れ
た

程

の
人
物

で
、

一
七

三
〇
年
政
界
か

ら
身
を
退
き
、
蕪
及

び
ツ

メ
ク
サ

(o
♂
く
o
N)
の
栽
培

に
專
念
し
、
從
來

の
農
耕
法

の
上
に
大
な

る
攣
革
を
與

へ
た
。
蓋
し
從
來
英

國

で
は
所
謂
三
圃
農

法

に
依
り
耕
作
地
を
三
分
し

て
其

の

一
を
休
耕

地
と
す

る
慣

習
が
あ

つ
た

の
を
、

タ
ウ

ン
ゼ

ン
ト
卿
は
此

の
休
耕
地

に
蕪
其
他

の

3
9

自
。
冨

及

び
ッ

メ
ク
サ

・
ム
ラ
サ
キ
ゥ

マ
ゴ
ヤ

シ

曾

8
3
ε
・
ド
ク

ム
ギ

(蔓
。
西
轟
¢ψ)
其

他

の

"
嵩
窪
9
巴
σq
量
器
8

を
栽
培

し
、

軍

に
地
味

の
更
新
を
圖

つ
た

の
み
な

ら
す
、
奮
來
訣
乏
し

て
ゐ
た
冬
期
に
於
け

る
家
畜

の
飼

料
を

供
給
す
る

こ
と

に
成
功
し
た

の

・
で
あ

る
。
此

の
農
法

を

Z
自
h。
穿

馨

け§

或

は

崩自
学
8
舞
。・。
切誘
9
9

と
稽
す
る
。
斯

く

て
ク
ウ

ン
ゼ

ン
ド
卿
は
彼
以
後

に
生

,

れ
來

る
幾
百
萬

の
人
類

の
爲

め
に
穀
類

を
供
給

す
る
路
を
拓

い
た

の
で
あ
る
が
、
間
も
無
く
之

と
同
様

の
こ
と
を
肉
類

の
供
給

に

就

い
て
爲

し
た
者

が
現
れ
た
。
そ
れ

は
べ
ー

ク
ウ

ェ
ル
で
あ

つ
て
、
彼
は
牛

や
羊
を
翠

に
駄
獣

と
し
て
若
し
く
は
探

毛

の
爲

め
飼

養
す

る
に
止
め
す

、
其

の
肉
を
食
用

に
供
す
る

こ
と
を
知

ら
し
め
た
。
叉
牛

や
羊

の
新
種
を
盛

ん

に
作

つ
た
か
ら
、

ス
、、、
ス
フ
ィ

}

鼻
註

♂

ー
ル
ド
市
場
に
於
け
る
牛
羊
は
十
八
世
紀
の
始
め
と
絡
り
と
で
重
量
に
於
て
二
倍
乃
至
三
倍
の
相
違
を
示
し
た
と
言
は
れ
る
。

1)エL.HammondandBarbaraHammond,TheRiseofModemindustry.

2nded.LondonIg26.P.74。

2)」.M.Rigg,CharlesTownshend,inTheDictionaryofNatlonalBiog⑫phy.

(ed.Ig22)Vo1.XIX.P.Io42.



(
註
)

プ

レ
y
タ
ノ
及
び
ア
ー

y
ル
卿
の
認
す
と
こ
ろ
に
工
れ
ば
、
亭
均
重
量
に
次
の
如
く
で
あ
る
o

一
七

一
〇
年

一
七
九
五
年

牡

牛

三
七
〇
封
度

入
0
0
封
度

糟
…

五
〇
封
度

一
四
八
封
度

羊

二
入
封
度

入
○
封
度わ

山

羊

一
入
封
度

五
〇
封
度

併

し
な
が
ら
右

の
人

々
よ
り
も
更

に
多
方
面

に
亘

つ
て
農
業

の
改
良

に
努
め
た

の
は

コ
ー

ク

。
オ
ブ

・
ホ
ル
カ

ム
で
あ

る
。
彼

は
大
地
主

で
あ

つ
た
か
ら
、
地
代

の
増
徴
を
拒
む
小
作
人

の
貸
地
を
取
上
げ

、
其

の
代
り

に
絶
え
す

肥
料
を
施

し
て
地
味

の
肥
沃

を

計
り
薪
な
穀
物
を
栽
培

し
、
他
方
家

畜
を
小
屋
飼

ひ
す

る
こ
と
を
始

め
、
其

の
飼
料

と
し
て
油
粕

(o
自
ーR
涛
o
)
を
與

へ
、
更

に

模
範
的
農
業
家
屋
を
建

て
る
等

の
こ
と
を
爲

し
た
。
斯
く

て
彼

の
牧
納
し
た
地
代

は

一
七

七
六
年
約

二
千
確

で
あ

つ
た
も

の
が
四

恥

十
年

を
経

た

一
八

一
六
年

に
約

二
萬
確

に
増
加
し
た

と
読
か
れ

て
居
る
。

唯
だ
此

の
事
た

る
倦
む
こ
と
を
知

ら
ざ
る
個
人

の
経
螢

の
結
果

た
る
と
同
時

に
互
額

の
資
本

の
支
出

の
結
果
た
る
こ
と
を
忘
れ

る
こ
と
は
出
來

ぬ

の
で
あ

る
。

次

に
農
業

の
援

張

に
就

て
は
、
土

地
の
蒙
併

即
ち
團
込

み

(一W昌
O
一〇
璽
日同O)

が
特

に
第
十
八
世
紀

の
後
牛

に
顯
著

と
な

つ
た
。
固

よ
リ

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

ュ
ア

の
蓮
動
は
既

に
チ

ュ
ー

ド

ル
王
朝

の
時
代
、
換
言
す
れ
ば
第

十

五
世
紀

・
第

十
六
世
紀

の
頃

に
も
行

は

れ

た
が
、
併
し
之
は
第

十
八
世
紀

の

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

こ
ア
に
比

べ
る
と
甚

だ
小
規
模

の
も

の
に
過
ぎ
な

か

つ
た
。
由
來
英

國

の
農

業

組
織

は

マ
ノ
ア

(目
一薗
路
O
凶)
の
制
度

に
基

い
た
も

の
で
、

マ
ノ
ア
は

一
の
村
落

と
其

の
周
園

に
あ

つ
て
村

民
が
耕
作
す
る
土
地
と

マ
ル
サ
ス
と
其
の
肚
會
経
癬
史
的
背
景

一
一
一

1)LujoBrentano,EineGeschichtederwirtschaftenE耐wicklungE血glands.

II.Bd.S.397.

工oτdEmle,op.cit.p.188.

2)WilliamJamesAshley,TheEconomicOrganiZationofEngland:AnOutline

Elistory。London夏914。P.136.



ニ

ニ

か
ら
成

つ
た
も

の
で
あ
る
。
而
し
て
各

の

マ
ノ
ア
に
は
領
主

が
あ
抄
、
領

主
直
轄

の
地
即
ち

、.穿
言
窃
鳶
..
と
小
作

人

の
土
地
即

ち

、、一§
象

昌
ぐ
自
・
ぼ
轟
。
..
と
は
匠
別

せ
ら
れ
た
。
此

の

.、ド
乱

ぎ

く
罠
・写
超
。
..
は
元
來
公
開

地

(◎
需
昌
出
匹
山
)
で
耕

地

・
牧
場

・

森
林

等
何
れ
も
共
同

に
用
釜

せ
ら
れ
、
其

の
耕
作

の
方
法
は
三
圃
農
法
を
主

と
す

る
輪
栽

に
依

つ
た
。
然
る

に

マ
ノ
ア
に
於

け
る

耕

地
は
極
め
て
小

さ
な
軍
位

に
分
割

せ
ら
れ
、

一
工
ー

カ
ー
乃
至
牛

工
ー

カ
ー

の
地
片

が
彼
方
此
方
に
交
錯
す
る
と

い
ふ
有
檬

で

あ

つ
た
か
ら
、
甲

の
地
片
か
ら
乙

の
地
片

へ
到

る
に
時

間

の
浪
費

ぜ
ら
れ

る
こ
と
が
少
く

な
か

つ
た
。
ま
た

一
人

の
小
作

が
灌
慨

を
起

し

て
も
其

の
隣
人

が
之

に
和
さ

讐
る
と
き
は
其

の
企
は
殆
ど
徒
勢

に
絡

つ
た

。
要
す
る

に

マ
ノ
ア

の
公
開
地
制

は
當
初

の
第

十
三
世
紀

に
於
て
こ
そ
無
知
な
農

民

に
訓
練
を
與

へ
、

一
定

の
標
準
を
保

つ
上

に
於
て
農
業

の
進
歩
を
助
け
た
け
れ
ど

も
、
土
地

の
生
産
力

が
問
題

と
せ
ら
れ
る

に
至

つ
て
は
寧
ろ
進
歩
を
妨
げ

る
も

の
と
考

へ
ら
れ
た

の
で
あ

る
。
夫

故
に
第
十
五
世
紀

・
第

十

六
世
紀

の
頃
英
國

の
羊

毛
に
封
す
る
需

要
が
外
國

か
ら
起

つ
て
來
た

と
き
、

マ
ノ
ア

の
領
主

は
相

次
い
で
牧
羊

の
爲
め

に
耕
地
を

簸

又
は
石

を
以
て
園

ひ
込
む

こ
と

玉
な

つ
た
。
而
し

て
是
は
明
か

に
從
來

の

マ
ノ
ア
制
度

を
崩
壊

に
導

い
た
も

の
で
あ

つ
て
、
鼓

に
第

十
八
世
紀

に

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

ュ
ア
蓮
動

が
再
燃

せ
ら
れ
る

に
及
ん
で
英

図

の
農
業
歌
態

は
奮
時
と
全
然
趣

を
異

に
す
る

こ
と

、
な

つ
た

の
で
あ
る
。

第

十
六
世
紀

の

エ
ン
ク

ロ
ー
ジ

ュ
ア
は
多
く

地
主

が
小
作

人

の
土
地
を
淡
牧
す
る

こ
と
に
由

つ
て
成

さ
れ

た
が
、
第

十
八
世
紀

の
そ
れ
は
通
常
議
會

の
法
令

に
由

つ
て
行

は
れ
た
。
即
ち
第
十
八
世
紀

に
於

て
は

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

ュ
ア
を
爲

さ
ん
と
す

る
個
人

が

議
案
を
作
成

し
、
之

を
委
員
會

に
附
託

し
此

の
委
員
會

の
手

を
経

て
議
會

に
提
出

し
、
絡

に

一
個

の
法
令
と
な

つ
て
施
行

せ
ら
れ



る

の
を
待

つ
と
い
ふ
順
序

で
あ

つ
た
。
議
會

に
勢
力
を
有
す
る
者

は
概

ね
大

地
主

で
あ

つ
た
か
ら
、
此
等

の
議
案

が
殆
ど
例
外
無

く
通
過

せ
し
め
ら
れ
た

こ
と
は
何

の
異

と
す

る
所
も
無

い
。
唯

だ
憐
む

べ
き
は
多
数

の
小
農

で
あ

つ
て
、
彼
等
は
讃

み
書
き
を
知

ら
す
己

が
利
害

の
爲

め

に
法
律
家

に
頼

る
術
も

心
得

て
居
ら
な
か

つ
た
。

彼
等

の
知
る
凡

て
は

、
彼
等
が
嘗

て
共

同

の
牧
場

で
牛

羊
を
飼

ひ
、
共
同

の
森
林

で
薪
木
を
採
り
、
共

同

の
原
野

で
芝
草
を

刈

つ
た
と

い
ふ
こ
と
、
而
し

て
彼
等

の
父

祀
も

亦
之

と
同
様

の

事
を
爲
し
來

つ
た

と

い
ふ
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
從

つ
て

エ
ン
ク

ロ
ー
ジ

ュ
ア
令

が
屡
稜
布

せ
ら
れ
、
其

の
都
度

土
地

の
再
分
割
が

行

は
れ

て
僅

少

の
地
片
を
他
人

と
波
交

渉

に
割
宛

て
ら
れ
る

や
、
彼
等
多
激

の
農

民
は
画
よ
リ

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

ュ
ア
を
企

つ
べ
く

め

も

な

く

、

途

に
は
共

の
土

地

を

手

離

さ

ね
ば

な

ら

ぬ
や

う

に
な

つ
た

。
當

時

の
市

井

の
裡
諸

に
次

の
如

き
も

の
が
あ

る
。

目
ぽ

冨
箋

一g
す

唱
冒

昏
o

旨
9
昌

o
同
宅
o
B
9
挿

類

8

。。需
静

昏

o
σq
8

器

{8
目

o
臨

臣
0
8
日
日
8

嚇

頃
暮

冨
ミ
o
の
昏
o

㈹
器
讐
巽

く
一=
髄
ぎ

ざ
8
0

♂
く
ぎ

。・需
ρ。一ω
臣
0
8

ヨ
ヨ
o
昌

{「o
日

島

o
σq
o
8
0
.

第

十

五

・
六

世
紀

に
於

け

る

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

払
ア
運

動

と
第

十

八

世
紀

に
於

け

る

そ

れ

と

の
間

に
は

、
右

の
如

く

形
式

上

一
は

地

主
自

身

直

接

に
小
作

人

の
渡

牧

し

て
成

つ
た

も

の
で
あ

り

、

他

は

聞
接

に
議

會

の
法

令

を
通

じ

て
行

は
れ

た

も

の
で
あ

る

と

い

ふ
差

異

が
見

ら
れ

る

が
、

術

此

の
蓮
動

の
實

質

的

原

因

も
爾

者

の
場

合

に
於

て
相

同
じ

か

ら

ぬ

こ
と

は
注

意

を

要

す

る

。

即

ち
第

十

五

・
六

世
紀

に
於

け

る

云

は

讐
第

一
期

の

エ

ン
ク

ロ
ー

ジ

晶
ア

は

上

に

一
言

し

た

や

う

に

チ

ユ
ー

ド

ル
王
朝

の
時

代

に
於

け

る

マ
〃
サ
ス
と
其
の
肚
會
纏
濟
史
的
背
景

】
一
三

1)SeeEdwardP.Cheyney.AnIntroductiontotheIndustrialandSocialHis・

toryofEngland、RevisedEd量tion.NewYo冨klg26。p.188。



一

一
四

羊

毛
に
封
す
る
需
要

の
激

増

に
因

つ
た

の
に
封
し
、
第

十
八
世
紀

に
於
け
る
云
は
ば
第
二
期

の

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

轟
ア
は
小
萎

の

債

格

の
騰
貴

に
因

つ
た

の
で
あ
る
。
プ

ラ
イ

ス
の
言
を
籍
り

て
日

へ
ば
、
前
者

は
人

に
代

へ
る
に
羊
を
以
て
せ
ん
と
し
た
運
動

め

で
あ

つ
た

の
に
封

し
、
後

者
は
實
際

に
農
業
改
良

の
熱
望

に
駆

ら
れ

て
起

つ
た
運
動

で
あ

つ
た
。
斯
く

て
第

十
八
世
紀

の
末

よ

り
第
十
九

世
紀

の
始
ま

で

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

ュ
ア
令

の
激

と

一
ク

オ
ー
タ
ー
に
就

て

の
小
萎

の
債
格

と
は
相
關

的

に
憂
動

し
、
小

(註

)

萎

高
け
れ
ば

即
ち

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

ェ
ア
令

の
数
も
多

き

に
上

つ
た

の
で
あ
る
。

(
註
)

但
し
鼓

に

エ
ン
〃
ロ
ー
ザ

ユ
ア
蓮
動
の
原
因
な

一
般
に
羊
毛
叉
に
小
夢
の
便
絡
の
騰
貴
に
求
あ
ず
し
て
翠
に
土
地
の
生
産
力
の
減
退
に
鮪

勾

ぜ
し
め
ん
と
す

る
論
者
が
あ
ろ
こ
と
を
看
過
し
得
ぬ
o
そ
れ
に
プ
ラ
,
ド

レ
ー
の
研
究
で
あ
つ
て
、
彼

に
從

へ
ば
既

に
第

一
期
の

エ
y
〃

ロ
ー
ウ

ユ
ア
蓮
動
の
起
ろ
以
前
に
も
土
地
の
兼
併
に
事
實
上
行
は
れ
六
。
而
し
て
そ
れ
は

】
三
四
八
年
英
國
な
襲

つ
☆
黒
死
病

に
因
る
小

作
人
の
減
少
の
爲
め
と
解
ぜ
ら
れ
ろ
の
が
常
で
あ
ろ
け
れ
ど
も
、
實
に
土
地
の
生
産
力
の
減
退
の
爲
め
で
あ
る
。
蓋
し
小
作
入
に
此
の
疫

病

の
以
前

に
も
痩
ぜ
行
く
土
地
な
以
て
し
て
に
到
底
攻
支
償
ば
ず
、
爲
め
に
土
地
を
耕
作
す
う
な
肯
ぜ
ず
其
の
衝
か
な
所
有
地
す
ら
之
な

手
離
さ
ビ
う
な
得
ぬ
状
態

に
在

つ
た
の
で
あ
る
。
是
即
ち
地
主
の
側
か
ら
見
れ
ば
土
地
の
兼
併
と
な
ら
ざ
ろ
あ
得
ぬ
。
同
様
に
土
地
の
生

産
力
の
減
退
し
表
第
十
五

・
六
世
紀
及
び
第
十
入
世
紀

に
エ
y
〃

ロ
ー
Ψ

ユ
ア
が
起

つ
衷
も
の
で
あ

つ
て
、
其
の
間
第
十
七
世
紀
に

一
時

杜
絶
し
れ
の
は
第

一
期
に
牛
羊
の
糞
尿
な
得
て
稽
肥
沃
と
な

つ
五
土
地
が
耕
作
さ
れ
t
か
ら
で
あ
ろ
。
此
の
プ
ラ
ヅ
ド

レ
ー
と
同
棟
の
見

的

解
は
既
に
ゴ

ン
ナ
ー
も
抱

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
畢
寛
私
見
に
よ
れ
ば
縄
濟

上
の
観
明
よ
り
も
技
術
上
の
観
明
に
重
§
な
置
け
る
も
の

で
あ
つ
て
、
飽
く
ま
で
も
貫
か
れ
ば
な
ら
ぬ
と
に
考

へ
ら
れ
ぬ
。
假
令
此
の
見
解
を
探
る
に
し
て
も
通
観
な
捨
て
ろ
に
に
及
ば
ぬ
や
う
考

へ
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
は
羊
毛
叉
に
小
多
の
需
要
激
噌
し
從

つ
て
之
が
騰
貴
し
た
と
い
ふ
こ
と
と
土
地
の
生
産
力
が
減
退
し
六
と
い
ふ
こ

と
に
決
し
て
相
容
れ
ざ
ろ
二
個
の
現
象
で
に
な

い
か
ら
で
あ
る
。

然

ら
ば

エ
ン
ク

ロ
ー
ジ

ェ
ア

に
由

つ
て
園
込
ま
れ

た
土
地
は
抑
も
幾
許

で
あ
る

か
と
言

ふ
に
、
其

の
数
字
は
左

の
如
く

で
あ

1)L.L.Price,AShortHiStoryofEngliShCommerceandIndustry.London

lgoo.P.187.

2)HarrietBradley,TheEnclosuresinEngland3AnE◎onomicRe◎onst】ruction.

NewYo=kIg1&(StudiesinIIistory,EoonomicsandPoliticalLaw.Volume

LXXX,Number2,WholeNumber186.)

3)E.C.K.Gonner,CommonLandandInclosure.工ondonエg12.p.121.



る1)
o

亀

(
註
)

鱈

年

次

}
七
〇

〇
-

一
七

五
九

年

}
・七
山
ハ
∩
V-

一
七
山
ハ
九

年

一
七
七

〇
1

一
七
七
九
年

一
七

八
〇
ー

一
七

八
九
年

贈
七
九

〇
ー

一
七

九
九

年

}
八
〇

〇
ー

一
入
〇
九

年

】
入

一
〇
1

一
入

一
九
革

一
八

二
〇
1

】
八
二
九

年

}
八
三
〇
1

一
入
三
九
年

叫
八
四

〇
1

】
入
四
九
年

右

の
中

一
七

五
六
年
、

エ
ン
〃
ロ
ー
ジ
昌
ア
令

二
四
四

三
八
五

六
六
〇

二
四
六

四
六
九

入
四
七

八
五
三

二
〇
五

U
三
六

六
六

地

覆

(
ヱ
ー
カ

ー
)

三

三
七
、
八
七

七

七
〇
四
、
五
五
〇

一
、
二
〇
七
、
八
〇
〇

四

五
〇
、
】
入
〇

八
五

八
、
二
七
〇

一
、
五
五
〇
、
O

一
〇

一
、
五
山
ハ
○

、
九
九
(∪

三
七

五
、
一
五
〇

二
四

八
、
八
入
O働跳

)

三
九
四
、
七

四
七

五
八
年
及
び
七
三
年
に
に
公
開
の
牧
揚
及
び
耕
地
な
共
用
す

ろ
爲
め
の

エ
y
〃

ロ
ー
Ψ

轟
ア
奨
勘
の
法
令
が
遡
過
し

敦
。
但
し
之
等
な
永
久
に
園
込
み
或
に
分
割
す
る
と
い
ふ
の
で
に
な
く
、
ま
五
個

々
の
所
有
な
許
す
と

い
ふ
の
で
も
な
か

つ
旋
。

一
八
〇

一

年
に
に

エ
ン
〃
ロ
ー
》

ニ
ア
に
罰
す

ろ
私
案

の
通
過
な
簡
翠
容
易
な
ら
し
む
ぺ
し
と
の
法
令
が
逓
過
し
、

}
八
三
六
年

に
に
關
係
者
の
三
分

の

二
の
同
意
が
あ
れ
ば
或
種
の
共
有
塊
な
園
込
む
に
就
て
に
各
特
定
の
場
合
に
議
會
に
承
認
か
求
め
ず
し
て
爲
し
得

る
旨
の
法
令
が
通
遇
し

五
。
終
り
に

一
八
四
五
年
に
に

一
般
園
込
法
が

一
八
三
六
年
の
政
策
な
更
に
進
め
て
、

一
團
の
園
込
委
員
會
を
任
命
し
之
な
し
て
提
出
の

二

y
〃
'
ロ
ー
ジ

昌
ア
の
得
失
を
決
定
ぜ
し
め
且
つ
之
が
承
認
ぜ
ら
れ
六
と
昔
に
其
の
實
施
な
監
督
ぜ
し
め
ろ
や
う
に
し
六
。
併
し
な
が
ら
六
年

の
後
に
は
改
正
案
が
温
逝
し
、
假
令

エ
ン
〃
ロ
ー
ジ

ュ
ア
が
委
員
會

に
よ
つ
て
承
認
せ
ら
れ
五
に
も
ぜ
よ
、
最
後
の
決
定
は
之
を
議
會
に
仰

マ
ル
サ
ス
と
其
の
砒
舎
脛
濟
史
的
背
景

一
一
五

1)Cheyney,OP.cit.



二

六

ぐ
べ
き
こ
と
と
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

晶
ア

の
蓮
動

は
軍

に
耕

地

の
み

の
兼

併

に
止
ま

つ
た
と

せ
ば
、
そ
れ
は
耕
境
を

上
進
し
農
産
物

の
増
牧
を
來
す

も

の
で
あ
る
か
ら
、
當
時

の
英
國

と
し

て
は
奈
翁

の
支
配
を
受
け
ざ
ら
ん
と
す
る
上

に
於

て
も
必

要
で
あ
つ
た

で
あ

ら
う
。
此

の

意
味

に
於

て
は
、
功
利
主
義

の
哲
學
者

ベ

ン
ザ

ム
が

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

ェ
ア
を

以
て

「
改
良

と
幸

幅
と

の

一
切

の
誰
擦
を
提
出
す
る

め

も
の
」
と
評
し
た
の
は
決
し
て
誤
つ
た
観
察
で
は
な
い
。
併
し
な
が
ら
耕
地
の
象
併
よ
り
更
に
進
ん
で
林
野
籔
澤
を
園
込
む
に
至

つ
て
は
小
農
は
其
の
家
畜
を
放
牧
す
る
場
所
を
失
ひ
、
副
牧
入
の
源
泉
を
洞
ら
し
、
途
に
は
其
の
職
業
を
す
ら
失
ふ
こ
と
曳
な
ら

め

ざ

る
を

得
ぬ
。
事
實

エ
ン
ク

ロ
ー

ズ
せ
ら
れ

た
土
地

の
約
二
分

の

一
が
次

の
表

の
示
す
如
く
、
所
謂
入
會
地

の
種
類

に
属
し
た

こ

と
を
顧

れ
ば
此

の
黙
は
容
易

に
理
解

せ
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

年

次

一
♪」
0
0
ー
山ハ

○

年

}
♪上
ハ
一
ー

一
入
○

一
年

一
入
〇
ニ
ー
四

四

年

一
八
四
五
年

以

降

合

計

故

に

ア
ー

ン
ル
卿

は
論

す

ら

く
、

耕
地
及
び

一
部
の
入
會
地

法

令

一
五

二

一
、
四
七
九

一
、
〇
七
五

一
六

四

二
、
八
七
〇

地

積

二
三

七

、
入

四

五

二
、
四

二
八
、
七

二

】

一
、
山
ハ
一
∩
)
、
一二
〇

二

一
入
七

、
三

二

一

四

、
四

六

四

、
】
八

九

入

會

地

法

令
五
六

五
一二

八
〇
八

五
〇
八

】
、
入
九
三

の

み
地

覆

七
四
、
五

}
八

七
五
二
、
一
五
〇

・九
三
・九
、
〇

四

三

三
三
四

、
九
〇

六

二
、
】
○
○
、
山
ハ
一
七

「
エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

こ
ア
は
経
濟
上
是

認
し
得
ら
れ
る
。
併

し
な
が
ら
其

の
屡
行

は
れ
た
経

過

1)

2)
QuotedinAshley,P.r37・
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め

は
往

々
に
し
て
辮
護
し
難
く
、
其
の
奴
果
は
就
會
上
不
幸
で
あ
つ
た
。」

と
。

斯
く
て
嘗
て
マ
ノ
ア
の
領
主
直
轄
地
に
生
じ
た
資

本
家
的
農
業
組
織
は
弐
第
に
小
農
の
所
有
地
に
も
及
び
、
小
農
は
大
地
主
の
賃
銀
勢
働
者
と
な
る
か
、
或
は
新
に
勃
興
し
つ
エ
あ

つ
た
工
業
都
市
に
吸
牧
せ
ら
れ
て
行
く
か
、
更
に
或
は
救
貧
院
の
保
護
を
受
け
る
か
何
れ
か
の
蓮
命
を
櫓
ふ
こ
と
玉
な
り
、
鼓
に

大
地
主
と
農
業
勢
働
者
と
の
聞
に
は
越
え
難
き
杜
會
上
の
鴻
溝
を
横

へ
た
の
で
あ
る
。
吾
等
は
以
下
農
村
が
如
何
に
困
懲
し
疲
弊

し
た
か
の
叙
述
を
與

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
其
の
前
に
穀
物
條
例
に
就
て
若
干
の
考
察
を
加

へ
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。
蓋
し
上
述
の

如
く
農
業
の
改
良
及
び
耕
地
の
援
張
が
あ
つ
た
に
も
拘
ら
す
、
英
國
は
第
十
八
世
紀
を
通
じ
ま
た
第
十
九
世
紀
に
入
つ
て
も
食
物

を
自
給
し
得
す
、
穀
法
の
獲
布
は
貧
民
救
濟
に
關
す
る
法
律
に
劣
ら
ぬ
注
意
を
識
者
に
喚
起
し
た
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
マ
ル
サ
ス

自
身
穀
法
に
關
し
て
は
二
つ
の
小
冊
子
を
公
に
し
て
彼
の
見
解
を
披
渥
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
が
紹
介
を
試
み
る
こ
と
は

此
の
場
合
適
切
で
あ
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
。

四
、
穀

法

の

影

響

、
穀
法
は
穀
債
の
騰
貴
を
招
致
す
る
上
に
直
接
に
は
殆
ど
影
響
を
與

へ
な
か
つ
た
と
は
多
く
の
論
者
が
吾
等
に
教

へ
る
と
こ
ろ
で

め

あ
る
。
蓋
し
中
世

の
前

期
か
ら
最
近
世

に
属
す
る

一
八
六
九
年

に
至

る
ま

で
英
國

の
毅
物
條

例
は
六
世
紀

以
上

に
亘

つ
た
け
れ
ど

も

、
其

の
注
意
は
專
ら
食

料
と

い
ふ

一
面

に
集

中
せ
ら
れ
、
穀
物

の
國
内
取
引

の
規
則

や
輸
出

の
制
限
は
長
く

忘
却

せ
ら
れ
た
か

ら

で
あ

る
。
固

よ
り
各
時

代

に
於

て
改

正
を
受
け
た
穀
法
は
政
策

の
上
よ
り
見

て
將

た
敷
果

の
上
よ
り
見

て

一
様

で
は
な

い
が
、

マ
〃
サ
ス
と
其
の
祉
會
経
濟
史
的
背
景

繍
一
七

1)

2)
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一

一
八

立
法
者

の
目
的
は
公
正
に
し

て
激
動
無

き
便
格
を
食
物

の
供
給

に
野

し
維
持
す
る

こ
と
、
少
く

と
も
第

十
八
世
紀

の
中
葉
ま

で
は

國

民

の
大
衆
た
る
農
業
者
を
補

助
す

る
こ
と
、
農
村
人

ロ
の
減
少
を
抑

制
す
る

こ
と
、
商
櫃
及

び
海
上
構

を
確
立
す
る
こ
と
、
外

國

か
ら

の
食
料
供
給

に
封
し
猫
立
す

る
こ
と
、
幼
稚
な
る
植
民
地

の
嚢
達
を
育
成
す
る

こ
と
等

に
在

つ
た
の
は
疑
を
容
れ

ぬ
。
斯

く

て
中

世

の
穀
物
條

例
は
浩
費
者

の
利

釜

の
爲

め
に
費
手

の
自
由
を
制
限
す
る
と

こ
ろ

の
所
謂

正
常
便
格
を
立

て
る
ご
と
を

目
的

と
し
、
降

つ
て
は
穀

物

の
買
占
費
崩

を
禁

じ
、
或
は

パ

ン
の
大

い
さ
を

一
定
す

る
穀
法

も
現
は
れ
た
。

一
六

七
〇
年

に
通

過
し
た

チ
ャ
ー

ル
ス
ニ
世

の
法
律

で
は
國
内

の
小
萎

の
債
格

が

一
ク
オ
ー
タ
ー

に
就
き
五

三
志

四
片

以
下
な
る
と
き
は
外
國

の
穀
物

に
封

し

て
は

一
ク
オ
ー
タ
ー

に
就
き

一
六
志

の
楡
入
税
を
課
し
、
國
内

の
便
格
が
五
三
志
四
片
よ
り
八
十
志
ま

で
の
聞
な
る
と
き
は
八

志

に
楡
入

税
を
引
下
げ
、
便

格
が
八
十
志
を
超
ゆ
る

と
き
は
始
め
て
四
片

の
税
だ
け
課
す
こ
と

、
し
た
。

一
六
八
八
年

の
所
謂
英

國

に
於
け

る
名
轡
革
命

は
商
業

政
策

の
上

に
も

一
新
生

面
を
開
き
、
ウ

ィ
リ

ア
ム
及
び

メ
リ
ー

の
新
統
治
者
は
農
業
階
級
を
懐
柔

し
彼
等

に
工
業
階
級

か
ら
韓
嫁
さ
れ

て
ゐ
た
員
指
を
補
償

せ
ん
が
爲

め

に
右

の
チ
ャ
ー

ル

ス
ニ
世

の
法
律
に
附
加
を
與

へ
た
。
即

ち
小
多

の
國
内

の
債
格

が
四
八
志
以
下

の
と
き
は
共

の
楡
出

に
封

し
て

一
ク
オ
ー

ク
ー

に
就
き
五
志

の
奨
働
金
を
賦

與
し
た

の
で

ハ
ぴ

ソ

あ

る
。

此

の
時
以
後

一
八

一
五
年

に
至
る
百
二
十
五
年

間
は
、
便
格
測
定

の
基
準

こ
そ
屡
改
訂

ぜ
ら
れ
た
れ
、
其

の
輸
入
を
制
限

し
楡
出
を
奨
働
す
る
主
義

に
於

て
は
絡
始
楡

る
と
こ
ろ
が
な
か

つ
た
。

(
誰
)

例

へ
ば

一
七
九

一
年
の
法
律
で
に
國
内
の
小
蓼
が
五
〇
志
以
下
の
と
§
に
限
・リ
ニ
四
志
三
片
と
い
ふ
高
蛮
・准
躁
し
、
國
内
の
侃
絡
が
五
〇
志

よ
り
五
四
志
ま
で
の
と
昏
に
税
海
二
志
六
片
と
し
、
五
四
志
以
上
の
と
き
に
税
な
僅
か
六
片
と
し
索
。

一
七
九
五
年
よ
叫

一
入
〇
二
年
に
至



●

る
ま
ぞ
は
小
夢
の
債
格
に
通
常
五
〇
志
以
上
で
あ
つ
む
か
ら
、
輸
入
に
殆
ど
自
由
で
あ
つ
表
。

一
入
○

二
年
よ
り

一
入
〇
七
年
に
至
る
小
多

に
亭
均
七

五
志
と
な
り
、
傍
て

一
八
〇
四
年
の
新
し
き
穀
法
は
國
内
の
便
絡
が
六
三
志
に
速
す
る
迄
輸
入
か
禁
正
す

る
こ
と
に
し
れ
。

穀

法

の
攣

遜

を
読

く

に

ア
ー

ン
ル
卿

は

=

ハ
八
九

年

よ

り

一
八

一
五
年

に

至
る

期

間

を

二

つ

に
分

け

、

一
七

六

五
年

を

其

の
境

め

に
置
く

が
、
此

の
第

二
期

の
初
年

は
恰
も
吾

が

マ
ル
サ

ス
の
生
誕

の
年

に
當

る
。
時

に
英
國
は
最
早
自

ら
必
要

と
す

る
穀
物
を
十

・分
産
出

し
得
ざ
る

に
至

つ
て
ゐ
た
。

マ
ル
サ

ス
生
誕

の

一
七
六
六
年

は
實

に
食
物

の
飲
乏
あ
り
、
穀

物
騒
動
あ
り
、
穀
法

の
停

止

を
見
た
年

で
、
唯
だ
奨
働
金

の
み
名
目
上
此

の
世
紀

の
絡
り
ま

で
織
績

せ
し
め
ら
れ
た

に
過
ぎ

ぬ
。
斯

く

の
如
く

で
あ
る
か
ら
英

國

政
府

と
し

て
は
内
外

の
食
物
供
給

を
増
加
す

る
こ
と
に
大
な
る
努
力
を
佛

ぴ
、
内

に
向

つ
て
は
既

に
述

べ
た

エ
ン
ク

ロ
ー

ジ

乙

ア
法
令
を
幾
多

通
過

し
、
外

に
向

つ
て
は

バ
ル
チ
ッ
ク
海
方
面
よ
り
穀
物
を

買

ひ
申
立
國

の
穀

物
船
を
捕

へ
る
等

の
手
段
を
探

つ

た

の
で
あ
る
。
小
萎

の
代
用

と
し
て
米

や
玉
蜀
黍

が
求
め
ら
れ

、
馬
鈴

薯

の
栽
培

が
盛
ん

に
行

は
れ

て
來

た
け
れ

ど
も

、
到
底

満

足
な

る
食

料
供
給

と
は
な
ら
な
か

つ
た
。

一
八

=

一年

の
如
き

は
英
國
は
云
は
ば

餓
死
線
上

に
立
た
せ
ら
れ

た
。
奈

翁
と

の
戦
争

の
み
な

ら
す
米
國

と

の
職
争

に
因
り
新
蕾

大
陸

の
何
れ

の
港

と
も
通
商
を
遮

断
さ
れ
、
英
國

は
極
度

の
困
苦

に
陥

つ

た

の

で

あ

る
。

コ
ン
デ

ィ

シ
ョ
ン
は

正
し
く
最
悪

と
な
り
、
此

の
年

の
八
月

冨

霞
犀
ピ
彗
。
に
於
け

る
小
萎

の
李
均
債
格

は

一
ク
オ
ー

タ
ー

に
就
き

一
五
五
志

と

い
ふ
破
天
荒

の
記
録
を
示
し
、
十

月
末

に
は
馬
鈴
薯

の
牧
穫

が
四
分

の

一
失

敗
し
た
こ
と
が
分
明
し
た
。
奈

翁
が

モ
ス

コ
ー
を
退

軍
す
る

の
蝕
儀
無
き

に
至

つ
た
嚴
冬

(
肖
八

一
二
ー

一
三
年
)

の
債
格

は

一
四
〇

志
九
片

で
、
之
を

一
八
〇

八
年
よ
り

一
八

一
三
年

に
至
る
卒
均

一
〇
八
志

に
比

べ
て
如
何

に
大

で
あ
る
か
を
察

す
る
こ
と
が
出
來
る
。
併

し

一
八

一
三
年

は

マ
ル
サ
ス
と
其
の
杜
倉
脛
濟
史
的
背
景

幽
一
九

1)Ernle,P.260.



一
二
〇

救
を
與

へ
た
。
豊
作

で
あ

つ
た
爲
め

に
贋
格
を
急
速

に
低
落

ぜ
し
め
、
十

二
月
に
七
三
志
六
片
と
な

つ
た

の
で
あ
る
。

翌

一
八

一
四
年
六
月
以
後

に
は
穀
物
、
穀

粉
は
關

税
を

支
佛

ふ
こ
と
も
奨
働
金
を
受
取
る
こ

と
も
無
く
輸
出
す

る
こ
と

を
許
さ
れ
、
爾
來
穀
法

は
輸
入
制

限

の

一
方
的
形
式

に
於

て
の
み
存
績
す
る

こ
と

玉
な

つ
た
。
然

る
に

一
八

一
五
年

の

春
は
小
萎

が
六
〇
志

に
な

つ
た
。
若

し
之

が
六
三
志

に
上

る
と
せ
ば
港
は
開

か
れ
る
こ
と

で
あ
ら
う
し
、
職
争

に
よ
る

庇
護
も
無
く
な
る
と

い
ふ
廉

で
、
農
業
者

及
び
地
主
は

恐
怖

に
騙

ら
れ
、
経
濟
學
者

は
議
論
を
異

に
し
、
輪

入
便
格
を

八
〇
志

に
引

上
げ

よ
う

と
す
る
法
案

が
議
會

に
於

て
即
決

せ
ら
れ

た
。

一
七
七
三
年

に
寛
大

に
さ
れ
た
奨
勘

金
は
前
述

わ

の
や
う
に
途

に

一
八

一
四
年

に
撤
慶

さ
れ

て
了

つ
た

の
で
あ
る
。

マ
ル
サ

ス
が
穀
法

に
就

て
の
観
察

を
特

に
二

つ
の
小

冊
子
と
し

て
執
筆

し
た

の
は

正
に
以
上

の
如
き
實
…状
に
顧

て
の

こ
と
で
あ

つ
た
。
關
税

の
率
を
多
く

の
段
階

に
分
ち
國
内

の
債
格
低
き
時
は
高
き
傘
を
適

用
し
之

に
反
し
て
債
格
高
き

時
は
低
き
率
を
適
用
す
る
と

℃
ろ

の
滑

尺
法

(。・鵠
匪
昌
σq
。・旦

⑦
)
が
探
用

さ
れ
た

の
は

一
八
二
七
年

に
至

つ
て
か
ら

の
こ

と

で
あ

つ
て
、

マ
ル
サ

ス
の
此

の
小
冊
子
出

で
た

る
後

の
こ
と

に
属
す
る
。

鍛
法

に
關
す
る

マ
ル
サ
ス
の
小

冊
子

の

一
は

「
穀
法
並

び
に
穀
便

の
騰

落
が
農
業

と
國
家

の

一
般
的
富

に
及
ぼ
す

諸

わ

敷
果
に
關
す
る
諸
観
察
」
と
題
せ
ら
れ
、
其
の
二
は

「
外
國
穀
物
の
輸
入
を
制
限
す
る
政
策
に
關
す
る

一
見
解
の
基
礎

ラ

ラ

　

る

ー

穀
法

に
關
す

る
諸
観
察

の

一
附

録
」
と
記
さ
れ

て
居
る
。
前
者

は

一
八

一
四
年

の
春

に
出
版
さ
れ

た
も

の
で
あ
る

が
、
翌
年
既
に
第
三
版
を
重
ね
る
程
の
好
評
を
博
し
た
。
後
者
は
前
者
の
第
三
版
の
最
絡
頁
に

「
数
日
中
に
出
版
、
債

1)Cf・Malthus,EssayonPoP・,2nded・P・453;GroundsofanOpinion,

&c。,P.43.

2)ObservationsontheEffectsoftheCom工aws,andofaRiseorFaユiinthe

PriceofCornontheAgricultureandGeneralWealthoftheCountry.By

theRev・T・R・Malthus・ThirdEdition・1ρndoロ 正815・[ThreeShmings.]

Pp.47.

3)TheGroundsofanOpiniononthePolicyofrestrictingtheImpαtationof

Fore!gnCom=intendedasanAppendixto``ObservationsontheComLaws.,,

BytheRev・T.R・Malthus・London18翼5.[2S.6d.]Pp.48.
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一
志
六
片
L

と
豫

告
せ
ら
れ
た
も

の
で
、

一
八

一
五
年

の
公

刊
に
係
る
。
爾
者

と
も
五
〇
頁

に
満
た

ぬ
小
冊
子

で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、

マ
ル
サ

ス
の
穀
法

に
封
す

る
態
度
を
明
か

に
示
し
て
居
り
、
同
年
彼
が
公

に
し
た
別

の
小
著

「
地
代

の
性
質
及
び
進
歩

め

ハ
な
り

と
其

の
規

定
せ
ら
れ

る
諸
原
理

に
關

す
る

一
研
究
」

と
共

に
リ
カ
ル
ド

オ
の
地
代
論

に
少
か

ら
ざ

る
影
響
を
與

へ
た
。

リ
カ

ル

ド
オ
が
右

の

マ
ル
サ

ス
の

「
地
代

の
性

質
及
び
進

歩
に
關
す
る

一
研
究
」

と

「
外
穀

輸
入
制
限
政
策

の
基
礎
」

と
を
評
す
る
爲

め

め

に

「
低
廉
な
る
穀

債

の
資
本

利
潤

に
及
ぼ
す
影
響
」
を
公

に
し
、
且

つ
リ
カ
ル
ド
オ
の

「
経

濟
原
論
」

の
最
後
を
飾
る
章

と

し

て

「
マ
ル
サ

ス
の
地
代

に
關

す
る

意
見
」

が
特

に
第

三
版

に
於

て
著
し

い
補
訂
を
施

さ
れ
た

こ
と
は
學
読
史

研
究
家

の
筍
も

見
逃

さ
ぬ
と
こ
ろ
に
属
す

る
。

(
註
)

マ
ル
サ
ス
の

一
八

一
四
1

一
五
年
の
三
部
作
な
濁
逸
學
者
が
夙
に
醗
騨
し
、

一
書
に
纏
め
て
田
版
し
五
の
に
甚
だ
適
…當
の
慮
置
と
し
て

恥

敬
服

に
値
す

る
。

さ
て
マ
ル
サ
ス
の
穀
法
に
關
す
る
第

一
書
は
保
護
貿
易
と
自
由
貿
易
と
の
利
害
を

「最
も
嚴
格
な
不
偏
不
窯
」
の
態
度
で
述

べ
ら
れ
た
も
の
で
、
彼
の
言
ふ
所
に
よ
れ
ば
友
人
が

マ
ル
サ
ス
の
傾
け
る
見
解
に
關
し
疑
を
抱
い
た
程
思
慮
深
く
取
扱
つ
た
も

り

の
で
あ
る
。
四
十
七
頁

に
亘
つ
て
述

べ
ら
れ

る

マ
ル
サ

ス
の
見
解

の
中

、
始

め

の
十
六
頁
迄
は
穀
債

が
勢
銀

に
影
響
す
る
と

い

ふ
ア
ダ

ム

・
ス
ミ
ス
の
猫
自

の
議
論

を

反
駁

し
、
十
七
頁
か
ら
穀

法

の
策
を
得
た

る
も

の
な

り
や
否
や
を
検
討

し
て
居
る
。
即

　

ち

マ
ル
サ

ス
は
穀
物
を
食
物

と
同

一
覗

し
て
之

に
不
愛

の
債
値
を

蹄
せ
し
め
ん
と
す
る
と

こ
ろ

の
ス
ミ

ス
に
同
意
す
る

こ
と
が

田
來

ぬ
。
斯
く

て
は
穀
債

の
上

騰

に
際

し
て
も
耕
作

の
奨
働

は
無
用

と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
伍

て

マ
ル
サ

ス
は
穀
法

に
ょ

つ
て

マ
ル
サ
ス
と
其
の
祉
會
経
濟
史
的
背
景

一
二
一

1)

2)

3)

4)
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AnEssayontheInfluenceofaIDwPriceofCornontheP]⑩fitsofStoCk,

shewingtheInexpediencyofRestrictionsonImportation.

DreiSchriften廿berGetreidez611e.UebersetztundherausgegebenvonEm・

ar}uelLeser,Leipzig18g6.

SeeMalthus,GronndSofanOpinion,&c.,p.2.n。



`

一
二
二

耕

作
を
奨

働
す
る

こ
と
が
十
分
可
能

で
あ

る
と
考

へ
た

の
で
あ

る
。
但

し
果

し
て
之

は
良

い
政
策

と
謂

へ
る

で
あ
ら
う
か
。

マ
ル

サ

ス
は

此
の
問
題

に
解
答

を
與

へ
る
前

に
他

の
若

干
問
題
を
考
察

せ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
感
じ
た
。

「
第

一
、
楡
出
入

の
最

も
完
全
な

自
由

を
想

定
し
て
果
し

て
英
蘭
及
び
愛

蘭
は
穀
物

の
自

立
供
給

を
爲
し
得
る
や
否

や
。
第

二
、
自

立
供
給
が
自
然

に
爲
し
得
ぬ
と

せ
ば
斯
く
す

る
こ
と
は
實

際

に
望
む

べ
き
目
的
な
り

や
否
や
、
ま
た

立
法

の
干
與
を
是
認
す

べ
き
目
的
な
り

や
否

や
。
第

三
、
若

し
自
立
供
給

が
右

の
目
的
と
考

へ
ら
れ

る
と
せ
ば
如
何
な
る
程
度
ま

で
、
ま
た
何
を
犠
牲

と
し

て
楡
入
制
限
を
所
期

の
目
的

に
到

達
す
る
や
う
適
慮
す

べ
き
か
。
」

第

一
の
問

に
野

す
る
答

は
次

の
如
く

で
あ
る
。
英

國

に
比

べ
て
他

の
諸
國

は
豊
饒

な
土
地
を
有

す
る
。
例

へ
ば
波
蘭

は
穀
物

を
英
國

に
向
け
ダ

ン
チ
ッ
ヒ
に
於

て

一
ク
オ
ー

タ
ー
三
二
志

で
積
出

し
得
る
。
故

に
若

し
全
欧

に
自

由
貿
易
が
行
は
れ

る
と
き
は
英
國
以
外

の
豊
饒

地
は
近
隣

の
不
足
を
救

ふ
爲

め

に
十
分

の
食

料
を
逡
る
こ
と

に
な

る
。
即
ち
穀
法

が
英
國
を
し

て
自

ら
の
穀
物

を
栽
培

せ
し
め
な

か

つ
た
も

の
な
ら
ば
自
由
貿
易
も
亦
之
を
爲

し
得
ぬ
で
あ
ら
う
。
第

二

の
問

に
封

す
る
答

と
し
て
は
、
謂

ふ
迄

も
無
く
最
も
廉

い
市
場

で
買

ひ
最
も
高

い
市
場

で
費

る

の
は
健

全
な
経
濟

で
あ

る
。

「
富

、
人

口
及

び
椹

力
」

の
外

に
何
等
顧
慮

す

べ
き
も

の
無
し

と
せ
ば
此

の
原
則

に
攣
り
は
無

い
。
食

物

の
海
外

よ
り

の
楡
入
は
如
何
な

る
場
合

に
於

て
癒
共

の
國

に
と

つ
て
有
利
で
、
若

し
之

に
弊
害
あ
り
と

せ
ば
そ
れ

は
楡
入
そ

の
も

の
に
存

す
る

の
で
は
な
く

て
輸
入
を
必

要
な

ら
し
め
た
荒
天

に
存

す

る
の
で
あ

る
。
加

ふ
る

に
穀
物

の
自
由
貿
易

は
攣
動
無
く
且

つ
廉
債

な
供
給
を

確

保

す

る

の

で

あ

る
。
然

る

に
他
方

に
於

て
生
活

の
第

醐
必
需
品
を
他
國

に
仰
ぐ

の
は
依
存
國

に
と
り
政
治
的

不
安

の
根
源

を
爲

す
。
而
し
て
依
存

は
相

互
的

の
も

の
で
あ

る
に
も

せ
よ
、
商
業

上

の
利
害

の

一
致
が
動

も
す
れ
ば
職
争
を
誘
襲

す
る
。
斯
く

て

マ
ル
サ

ス
は
農
業

と

=)Obser▼ations&c・,P。 竃7・



商
工
業
と
を
封
較
し
つ
、
第
三
の
問
に
答

へ
る
。
若
し
農
業
を
捨
て
工
業
を
取
る
と
せ
ば
之
に
よ
つ
て
國
民
の
性
格
を

一
攣
せ
し

め
る
で
あ
ら
う
。
製
慧
工
業
は
精
紳
活
動
、
娯
樂
の
増
大
、
中
流
階
級
の
嚢
蓮
、
政
治
的
申
正
の
進
歩
等
に
役
立
つ
が
、
併
し
農

業
よ
り
も
流
行
の
攣
遷
に
從
ひ
、
間
断
無
く
訣
陥
と
不
満
足
と
を
與

へ
、
手
工
業
者

の
生
活
瓶
態
は
其
の
最
良
の
時
で
も
健
康
と

徳
と
に
と
つ
て
は
好
ま
し
く
な
い
。

「
畢
寛
す
る
に
富
、
人
ロ
及
び
構
利
が
債
値
の
あ
る
の
は
此
等
が
人
間
の
徳
と
幸
幅
と
の
大

い
さ
を
改
良
し
増
加
し
確
保
す
る
か
ら
で
あ
る
。」

マ
ル
サ
ス
自
身
は
農
業
と
工
業
と
の
均
衡
を
信
じ

「
道
徳
及
び
政
治
上
の
多

く
の
問
題
は
微
分
に
於
け
る
極
大
極
小
の
問
題
の
性
質
を
有
す
る
や
う
に
見
え
る
。
共

の
中
に
は
常
に

一
定
の
奴
果
が
最
大
で
あ

わ

る
と
こ
ろ

の
瓢

が
存
し
、
此

の
鮎

の
爾
側

に
於
て
そ
れ

は
漸
次

に
減

少
す
る
」

と
読

い
て
居

る
。

海

外
よ
り

の
毅

物

の
輸
入
制
限

に
件

ふ
弊
害
を

マ
ル
サ
ス
は
下

の
如
く
拾

ひ
出
す
。

「
一
、

必
要
な
穀
量
を
取
得
す

る
爲

め
要

せ
ら
れ

る
以
上

の
資
本
を
使
用
す
る
こ
と

に
よ
る
國
民
資
源

の
浪
費
。
二
、
穀
物

及
び
勢
働

の
比
較

的
高

い
便

格
と
銀

の
低
廉
な

便
値
と
に
よ
つ
て
ー

此
等
が
輪
出
商
晶
に
影
響
す
る
限
り
ー

惹
起
さ
れ
る

一
切
の
海
外
商
業
取
引
に
於
け
る
相
封
的
不
利
。

三
、
輸
入
の
全
き
自
由
の
結
果
た
る
穀
物
の
豊
富
と
工
業
勢
働
者
に
樹
す
る
需
要

へ
の
障
碍
に
よ
つ
て
惹
起
さ
れ

る
人

口
の
障

の

碍
。

四
、
殆
ど
凡

て
の
人
爲

の
制
度

に
俘

ふ
不
断

の
改

正
及
び
干
渉

の
必
要
。
」

然
ら
ば

マ
ル
サ

ス
は
自
由

貿
易
を
主

張
す

る
か

り

と
言

ふ
に
さ
う

で
は
な

い
。
當
時

の
輸
入
制
限

政
策
を

立
法
は
固
持
す

べ
き
で
あ

る
と
論
す

る

の
で
あ
る
。
長
期
間
實
施

せ
ら
れ

た
保
護

を
急
激

に
徹
慶
す

る
こ
と
は

正
當

で
な

い
と

い
ふ
抗
辮

で
あ

る
。

此

の
黙

に
就

て
は

ボ
ナ
ー

の
與

へ
る
解
読

に
鋭

い
も

の

が
見
ら
れ
る
。

ポ
ナ
ー
は
此

の
問
題

の
眞

意
を

「
一
旦
保
護

せ
ら
れ
た

こ
と
は
常

に
保
護

せ
ら
れ
る
と

い
ふ
こ
と
、
及

び
常

に
増

マ
ル
サ
ス
と
其
の
壮
倉
経
濟
史
的
背
景

鱒
二
三

1)

2)

3)

4)
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一
二
四

加
す

る
程
度

に
保
護

せ
ら
れ

る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す

る
や
否
や
に
あ
る
。
何

と
な
れ
ば

一
八

麟
四
年

及
び

一
八

一
五
年

に
提
議

せ
ら
れ
た

の
は
此

の
増
加

せ
る
保
護

で
あ

つ
た
か
ら
で
あ

る
。
」

と
爲

し
、
「
成

程
工
業
を
保
護
す

る
な

ら
ば
農
業

も
保
護

す

べ
き

わ

で
あ

る
け
れ
ど
も
、
併

し
爾
者
を
保
護
す

る
代
り

に
何
故

に
爾
者

を
自
由

に
せ
ぬ
か
」

と
問

ふ
の
で
あ
る
。
洵

に

マ
ル
サ

ス
自

身

か
ら
は
保
護
主
義

の
蕾
套

は
未
だ
完
全

に
脱
去
ら
れ
な

か

つ
た
と
謂
は
ね
ば
な

ら
ぬ
。

・
穀
法

に
就

て
の

マ
ル
サ
ス
の
第

二
書
は
、
前

に
濁
れ
た

や
う

に
第

一
書

の

「
附
録

と
し

て
企

て
ら
れ

た
も

の
」

で
あ
る
が
、

彼

の
態
度
は
之

に
至

つ
て
甚

だ
旗
幟
鮮
明
と
な

つ
た
。

「
吾
等
は

一
般
原
則

が
眼
前

の
場
合

に
適
慮

せ
ら
れ
る
や
否
や
を
筍
も
注

目

せ
・ず
し

て

一
般

原
則
を
追
及
す

べ
き
も

の
で
あ
る
と

い
ふ
読

及
び
政
治
學

や
経
濟
學

に
於

て
は
道
徳

に
於
て
正
し
く
爲
す

べ
き

や

わ

う

に
他
人

の
行
爲
や
言
動

に
關
係
無
く
吾
等

は
眞
直

に
前
進
す

べ
き

で
あ
る
と

い
ふ
説

に
強
く
余
は

反
封
す
る
」

と

マ
ル
サ

ス
は

わ

明

言
し
、
保
護

主
義
者

の
側

に
固
く
遜

ふ
旨
を
公
言
す
る

の
で
あ
る
。
彼
は
英
國

に
生
産

せ
ら
れ

る
穀
量
が
大
な

る
困
難
を
感
す

る
こ
と
無
く
増
大
せ
し

め
ら
れ

る
こ
と
を
書

中
に
指
摘
し
、

「
改
良

の
擾
張
及
び
蘇
格
蘭
よ
ウ

の
報

告
に
よ
り
知
り
得
る
勢

働

の

め

大
な
る
経
濟
と
良
き
経
螢
に
基
き
實
際
の
穀
債
が
減
少
す
る
機
會
さ

へ
あ
る
」
と
聯
か
樂
観
的
に
聞
え
る
冒
読
を
爲
し
て
居
る
。

め

此
の
箇
所
は
第

一
書
に
於
て
牧
穫
遽
減
の
傾
向
を
暗
示
し
て
ゐ
る
の
を
部
分
的
に
緩
和
す
る
か
の
如
き
感
を
さ
へ
與

へ
る
。
蓋
し

マ
ル
サ
ス
が
第

一
書
を
公
に
し
た

一
八

一
四
年
の
直
後
は
、
英
國
の
事
情
は
急
韓
し
た
の
で
あ
る
。
佛
國
と
の
迅
遽
な
李
和
締
結

に
次
い
で
凶
作
と
物
債
下
落
と
あ
り
、
通
貨
の
債
値
も
減
少
し
、
欧
洲

一
の
穀
物
生
産
國
た
る
佛
國
は
毅
物
の
輸
出
を
騰
貴
ぜ
る

年
に
は
禁
止
し
始
め
た
。
故
に
職
争
の
敏
訓
た
る
集
約
的
耕
作
を
維
持
す
る
に
は
職
時
の
高
き
便
格
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

1)

2)

3)

4)

5)

Bonar,OP.cit.,P.226.

GroundS&c.,p.16.

P・20・

P・21・

SeeCannan,OP.cit.,P.i6r.



爲

さ
ね
ば
な

ら
ぬ
と

マ
ル
サ

ス
は
唱

へ
た

の
で
あ
る
。
斯
く

て
楡
入
禁

止

の
限
界

と
し

て
八
〇
志
は
高
過
ぎ
る
賀
格

で
な

い
と

の

論

が
樹

て
ら
れ
た
。

英

國

の
港
を
開
く

こ
と

に
よ

つ
て
就
會

の
各
階
級

に
富

と
幸

旙
と
が
如
何
檬

に
確
保

せ
ら
れ
る
か
を

マ
ル
サ

ス
は

一
、
勢
働

階
級
、
二
、
農
業
者

を
主
と
す
る
資
本
利
潤

に
依

る
階
級

,
三
、
地
主
階
級

、
及

び
四
、
株
主
及
び
俸
給

生
活
者
階

級

に
分

け

て

読

き
、
要
す
る

に
立
法
者
は

公
衆
を
利
す

る
こ
と

に
の
み
心
を
礫
く

べ
き
で
あ
る
と
述

べ
る
。
航
海
條
例
も
此

の
性
質
を
有
し
た

も

の
と

マ
ル
サ

ス
は
見

る

の
で
あ
る
。
第

二
書

に
於
け
る
最
絡

の
頁

の
立
言

に
日

ふ
。

「
欧
洲

の
現
歌

に
於

て
、
將
た

現
下

の
實

際

の
事
情

の
下

に
於

て
は
、
自

ら

の
穀

物

の
平
均
供
給
を
生
産
す
る

の
は
吾
人

の
最
も
賢

明
な

る
政
策

で
あ
る
と
余

は
堅
く
信
す

る
。
而

し
て
斯
く
す
る
こ

と
に
よ
り
國
家

は
人

ロ
、
椹
力

、
富

及
び
幸
輻

の
大
な

る
且
つ
絶

え
ざ

る
増
加

に
封
す

る
十
分
な
資
源

わ

を
有
す
と
余
は
自
任
す
る
。
」
さ
れ
ば

「
杜
會
科
學
大
僻
典
」

の
執
筆
者
は
再
び
的
確
に
傳

へ
る
。
「
マ
ル
サ
ス
が
農
産
物
に
封
す

る
適
當
の
保
護
に
賛
成
し
、
當
時
の
経
濟
學
者
申
に
あ
つ
て
特
に
穀
法
に
適
用
せ
ら
れ
た
自
由
貿
易
の
多
数
の
意
見
に
封
し
殆
ど

わ

唯

一
の
例
外
を
爲
し
た
の
は
人
口
理
論
に
忠
實
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。」

マ
ル
サ
ス
は
右
の
穀
法
に
關
す
る
二
書
を
公
に
し
て
か
ら
、

一
八

一
七
年
に
入
口
論
の
第
五
版
を
出
し
た
が
、
此
の
版
に
は
當

然
に
穀
法
及
び
農
業
商
業
組
織
に
就
て
の
論
述
を
著
し
く
増
補
し
た
。
即
ち

一
八
〇
三
年
の
人
口
論
第
二
版
に
於
て
は
第
三
編
は

第
八
章

「
富
の
諸
定
義
に
就
て
、
農
商
制
度
」
、
第
九
章

「農
商
制
度
の
異
れ
る
敷
果
」
、
及
び
第
十
章

「穀
物
楡
出
の
奨
働
金
に

就
て
」
の
三
章
を
有
し
た
に
過
ぎ
ぬ
の
に
封
し
、
第
五
版
に
於
て
は
右
の
三
章
に
該
當
す
る
部
分
を
五
章
に
改
訂
し
た

の
で
あ

マ
〃
サ
ス
と
其
の
祉
會
経
濟
史
的
背
景

ご
一五

1)PP.47--tl8.

2)TalcattParsons,Malthus.(EncyClop.oftheSocialSciences.vo1、X.p.6g.)



=
ニ
ハ

る
。
即
ち
第
八
章

「
農
業
制
度
に
就
て
」
、
第
九
章

「
商
業
制
度
に
就
て
」
、
第
十
章

「
農
商
併
存
制
度
に
就
て
」
、
第
十

一
章

「
穀
法
に
就
て
、
楡
出
奨
働
金
」
及
び
第
十
二
章

「穀
法
に
就
て
、
楡
入
制
限
」
が
是
れ
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
共
の
論
旨

は
上
の
小
冊
子
と
異
る
と
こ
ろ
は
無
い
。
故
に
吾
等
は
翻
つ

て
マ
ル
サ
ス
に
於
け
る
公
準

「
食
物
は
人
間
の
生
存
に
必
要
で

あ
る
」
の
人
間
、
わ
け
て
も
貧
民
の
歌
態
を
観
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

五
、
貧

民

の

増

加

マ
ル
サ
ス
が
呼
吸
し
た
英
國
の
第
十
八
世
紀
後
牛
か
ら
第
十
九
世
紀
初
頭
に
至
る
雰
園
氣
は
、
農
業
革
命
及
び
産
業
革
命

の
名
に
於
て
呼
ば
れ
、
内
に
は
耕
作
上
の
改
良
援
張
が
あ
り
工
業
機
械
の
嚢
明
慮
用
が
あ
つ
た
に
も
拘
ら
す
、
野
外
的
に
は

佛
國
と
の
長
期
に
亘
る
職
孚
が
績
け
ら
れ
、
穀
便
の
甚
し
く
騰
貴
し
た
時
代
で
あ
つ
た
こ
と
は
以
上
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

從
つ
て
枇
會
大
衆
の
生
活
歌
態
は
頗
る
苦
境
に
陥
b
ノ、
殊
に
農
村
の
勢
働
者
に
は
既
に
読
い
た
愛
革
の
爲
め
困
懲
の
色
が
強

く
現
は
れ
た
。

マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
を
執
筆
す
る
に
至
つ
た
理
由
が
貧
民
救
濟
の
方
法
の
是
非
を
論
」ア
る
に
あ
つ
た
こ
と
は

再
び
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
當
時
の
憂
世
家
に
し
て
多
少
な
り
と
貧
民
の
窮
状
に
論
及
せ
ぬ
者
は
殆
ど
無

む

い

と

謂

つ

て

宜

い
程

で

あ

る

。

ア

ー

サ

ー

・
ヤ

ン
グ

が
公

に

し

た

激

多

く

の
見

聞

録

を

始

め

、

ナ

サ

昌
イ

ル

・
ケ

ン
ト

、

ジ

ョ

ン

・
ホ

ウ

レ
ッ

ト

、

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

マ
ー

シ
ャ

ル

、

ト

マ

ス

・
ス

ト

ー

ン
、

デ

ヴ

ィ

ド

・
ヂ

ー

ヴ

イ

ス
、

エ
ド

ワ
ー

ド

・

わ

ウ

イ
ル

ス

ン
、
ジ

目
ン

・
ヴ

ア

ン
ク
ー

ヴ

ァ
ー

、

フ

レ
デ

リ

ッ
ク

・
モ
ー

ト

ン

・
イ

ー

ド

ン
等

は
何

れ
も

貧

民

問

題

を
熱

心

に

二)A曲urYoung,ASixWeeks,TourthroughtheSouthernCo耐iesofEng1・

andandWales.1768.do.,ASixMonths,TourthroughtheNorthof

England.2nd.ed。,1770.do.,The・Farmer,5Tourthyo㎎htheEastof

England.1771.do。,ATourinlreland.1780.do・((;()11ectedandp腿bli・

shedby、,AnnalsofAgrlculture。46vols.,竃784-1【815・

2)SeeW.Hasbach,AHistoryoftheEnglishAgriculturaユLabOurer.(Newly

editedbytheAuthorandtranslatedbyRuthKenyo獄)工ondon二go8.App-
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■

取
扱

つ
た

の
で
あ
る
。

め

例

へ
ば

ホ
ウ

レ
ッ
ト
は

「
勢
働

の
債
格
は
食
物

の
債
格

の
上
騰

に
比
例
し

て
上
騰

し
な

か

つ
た
」

と

一
七
八
八
年

に
記
し
、

繭
七
四
六
年

よ
り
六
五
年

に
至

る
小
萎

の
債

格

が

一
ク
オ
ー

タ
ー

に

つ
き
三
二
志

で
あ

つ
た
も

の
が
六
五
年

よ
φ

七
六
年

に
至

る
問

に
四
五
志

に
騰
貴

し
た

に
も
拘

ら
ナ

、
賃
銀

の
上
昇
は

此
の
間
少
く

と
も
彼

の
州

エ
ッ

セ
ッ
ク

ス
に
於
て
は

一
志

に
つ
き

二
片

に
過
ぎ
な
か

つ
た

こ
と
を
報
じ

て
居

る
。
而
し

て
彼
は

一
七
三
七
年
及

び

一
七
八
七
年

の
南
部
諸

州

の
農

村
賃
銀
を
次

の

如
く
比
較

し

て
居
る
。

U
七
三
七
年

一
七
八
七
年

・

田
舎
に
於
け
ろ
勢
働
者

】
0
片

】
二
片

大
都
曾
の
近
傍
に
於
け
る
勢
働
者

一
六
片

一
六
片

打

穀

機

勢
役
者

九
片

一
二
片

の

ま
た
ク
ン
ト
は
之
よ
り
少
し
く
遡
つ
て

一
七
七
六
年
に
農
産
物
の
便
格
の
上
騰
が
六
割
で
あ
つ
た
の
に
封
し
、
勢
働
の
そ
れ

が
二
割
で
あ
つ
た
こ
と
を
書
い
て
居
り
、
農
民
が
夫
婦
共
稼
ぎ
で

一
週
八
志
六
片
を
得
て
も
パ
ン
の
み
に
宛
て
ら
れ
る
額
が
五

志
三
片
を
占
め
、
其

の
以
外
の
経
費
と
し
て
残
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
僅
か
に
三
志
三
片
に
過
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
を
述
べ
て
居
る
。

更
に

一
七
九
五
年
に
書
を
公
に
し
た
ヂ
ー
ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば

「
彼
等
に
直
接
救
濟
を
與

へ
る
最
も
有
効
な
手
段
は
勢
働
の
債

格
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
勢
働
者
の
支
梯
は
其
の
生
計
に
必
要
な
物
資

の
便
格
の

一
般
的
上
騰
と
歩
み
を
共
に
す
る
こ
と
は

の

明

か

に
公

午

で
あ
り

粧
當

で
あ

る
。
」

'

マ
ル
サ
ス
と
其
の
融
會
脛
濟
史
的
背
景

=

一七

1)

2)

3)
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一
二
入

ハ

固
よ
り

一
七
九
三
年
よ
り

一
八

一
二
年
に
至
る
間
に

「農
業
勢
働
者
及
び
手
工
業
者
の
賃
銀
は
二
倍
近
く
に
な
つ
た
」
け
れ
ど

わ

も
、
そ
れ
は
ト
ッ
ク
自
身
の
言
に
よ
る
も

「
必
要
品
の
騰
貴
せ
る
贋
格
に
比
し
て
は
未
だ
不
十
分
」
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
勢
働
者

の
生
活
程
度
は
次
第
に
低
下
せ
し
め
ら
れ
、
彼
等
は
恰
も
刑
務
所
に
幽
閉
せ
ら
れ
る
者
の
如
き
粗
悪
な
パ
ン
と
茶
と
に
よ
つ
て
糊

口
を
凌
ぐ
歌
態
と
な
つ
た
。
而
も
彼
等
の
生
活
に
と
つ
て
の

一
大
脅
威
と
な
つ
た
も
の
は
、
食
料
品
の
大
部
分
の
都
市
運
搬
と
い

ふ
事
實
で
あ
る
。

斯
く
て
土
地
を
失
ひ
資
本
を
有
せ
ぬ
勢
働
者
は
職
に
就
き
賃
銀
を
得
た
時
で
も
、
物
債
の
騰
貴
に
苦
し
め
ら
れ
租
税
の
徴
牧
に

悩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
況
ん
や
彼
等
が
職
を
離
れ
若
し
く
は
職
に
耐

へ
ぬ
身
と
な
つ
た
場
合
の
窮
境
は
想
像
以
上
の
も
の
で

あ
つ
た
。
勢
働
賃
銀
が
時
間
佛
よ
り
出
來
高
佛
に
韓
ぜ
し
め
ら
れ
、
農
業
勢
働
に
不
定
の
日
傭
者
が
多
く
用
ひ
ら
れ
る
に
至
つ
た

み

の
は
此

の
時

代

の
薪
し

い
傾
向

で
あ

る
と
謂

つ
て
差
支
な

い
。

一
七
九
六
年

の
始
め

フ
レ
ヂ

リ

ッ
ク

・
イ
ー

ド

ン
卿
は
英
國

の

一

八

一
箇

所
に
於
け
る
農
業
勢
働
者

の
家
族

が
實
際

に
獲

る
賃
銀
を
審
か

に
調
査
し
た
が
、
合
計

五
十
三

の
申

ベ
ッ
ド

フ
ォ
ー
ド

シ

ア
州

に
於
け
る
亭
均
は
、

一
週

一
一
志
九

片

で
あ

つ
て
此

の
賃
銀
を
以

て
し

て
は
到
底
家
族

の
経
費
を
支
辮

す
る
こ

と
能
は
す
毎

萄

年

三
膀

一
五
志
九
片

の
不

足
を

生
す

る
こ
と
を
報
告
し

て
居
る
。
イ
ー
ド

ン
の
示
す

バ
ッ
ク
ヂ

ン
及
び

ハ
ソ
チ

ン
ド

ン
シ
ァ
に
於

け
る
二

つ
の
家
族

の

一
箇
年
當
り
牧

支
は
次

の
如
く

で
あ

る
。

一
、
四
入
家
族
の
も
の

】
七

九

二

年

一
七
九
五
-
六
年

支

㍉

出

二
五
璽

三
志

コ

片

二
六
勢

一

志

二

片

1)

3)

4)

Tooke,oP.ciしP.329.2)Ibid.,P.330.
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&BarbaraHammond,TheVillageLabOuier1760-1832:AStudyinthe

GovemmentofEnglandbefo祀tlleReformBilLIρndonlg20.p.II3.

Eden,II。P.384.
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牧

入

二
二
硬

一
二
志

四

片

.

ニ
ニ
虜

一
二
志

四

片

(
不

足
)

三
磯

一

志

七

片

三
傍

八

志

八

片

二
、
六
入
家
族
の
も
の

支

出

二
山ハ
静

♪
一
」志

入

片

二
七
虜

山ハ
出勘

五

降
月

牧

入

一
二

曙

一
七
志

八

片

二

一
藤

一
七
志

入

片

(
不

足
)

四
脅

一
〇
志

一
片

五
酵

八

志

九

片

●

ヒ

ン
ク

ス
ワ
ー

ス
及

び

ハ
ー

ト

フ
ォ
ー

ド

シ
7
に
於
け

る
六
つ
の
家
族

の
牧

支
は
吹

の
如
き
不
足
を

示
し
て
居
る
o

"
、
四

入

家

族

二
、

同

三
、
六

人

家

族

一
八
硬

一
五
志
O
片

一二

勢

三

志
七
片

二
七
酵

二

志
三
片

四
、
六

入

家

族

五
、
七

入

家

族

六
、
八

入

家

族

右

の
中
試

に
二
、
四
、

六

の

一
箇
年
當

り
支
出

の
内
課
を
見

る
に
左

の
如
く

で
あ
る
。

パ

y

家

賃

衣

服

燃

料

田

産

葬

儀

費

合

訂

四
〇
硝

一
〇
志

四

片

二
跨

0

志

○

片

五
碑

】
五
志

】
0
片

三
縛

一
五
志

三

片

】
傍

三

志

山ハ

片

五
三
碑

、四

志

一
一
片

五
二
酵

二
、
志

二

片

二
縛

○

志

0

片

山ハ
勢

五

憲
酬
U
O
片

三
槙
二

五
志

三

片

一
鰺

三

出心
山ハ
片

マ
ツ
サ
ス
と
其

の
壮
舎
脛
濟
史
的
背
景

六
五
礫

六

志

九

片

二
五
傍

山ハ
{志
二
片

三
九
榜
二

五
志
0
片

四

一
勢

九

志
三
片

山ハ
七
諺

一
〇
志

旧
一
山月

七
静

五

志

0

片

八
夢

一
二
志

】
○
片

四
鰺

六

志

O

片

一
一卿

三

志

山ハ
片

八
八
勢

一
入
志

三

片

一
二
九



之

に
封
し

て

一
週
當
り
牧

入
は
午
均
し

て
左

に
示
さ
れ
る
通
り

で
あ

る
。

一 合 牛 子 妻 夫

年 よ

の あ 供

合 純

計 計 盆 等

入
志
四
片

一
志
九
片

二
志
三
片

=

一志
四
片

三
二
硬
二

志
四
片

九
志

二
片
四
分
の
三

一
志
六
片

四
志
八
片

一
三
〇

八
志

」兀
隆
月
四
鼻
の
三

七
片
四
分
の
一

五
志

0
片

三
志

一
〇
片

一
五
志
四
片

昌
分
ヨ

一
入
志

三
片

四
〇
鰺
○
志
七
片

四
七
硬
九
志
○
片

事
情

右

の
如
く

で
あ
る
か
ら
農
業
勢
働
者

の
窮
乏
は
肉
饅
的

に
も
精
紳
的

に
も
甚

し
き
も

の
あ
り
、

此
等

窮
民

の
外
貌

は

「
一

般

に
螢
養
悪
し
く
、
衣

服
は
粗

末
と
な
り
、
子
供
等
は
靴
も
靴

下
も
無
く
、
學

校

へ
通

ふ
者

は
稀

で
あ

り
、
多
く

の
家

庭
は
小
費

店

に
員
債
を
有
す
る
こ
と

、
な

つ
た
。
」

婦
人
は
新

し
き
衣
服

を
作

る
に
足
る
程

の
艦
褄
を

つ

野
く
る

の
に
時
間
を
費
し
、
美
衣

め

を
纏

へ
る
者

に
見

ら
れ
る

こ
と
を
差
し
く
思

ひ
、
途

に
は
敏
會

の
扉
を
潜
る
こ
と
す
ら
厭

ふ
に
至

つ
た

。
イ
ー
ド

ン
の
記
す
と

こ

　

う
に
よ
れ
ば

ノ
ー
ザ

ン
プ
ト

ン
シ
ァ
の
如
き
は
農
業

は

「
悲
惨
な
歌
態
」

に
在
り
、

「
若
干

の
家
庭

で
は
年
を
通

じ
て
の
パ

ン
を

わ

得

る
た

め
に
出
來
る
限
り
多
く

の
小
萎

を
集

め
、

一
匹
の
豚
を
飼

ふ
程

の
豆
を
集

め
た
。
」

マ
ル
サ

ス
の
人

口
論
初
版

の
公
刊
前

三
年

の

一
七
九
五
年
、
暴

徒
は
國

王

の
議
會

へ
向

ふ
歯
簿

を
擁

し
て

「
吾
等

に
パ

ン
を
與

の

へ
よ
、
」
「
職
争
を
畑
め
よ
、」

「
飢

饒
を
無
か
ら
し
め
よ
」

と
直
訴

し
た
。
輩

に
首
都

の
み
な

ら
す
、
國

内
到
る
庭

に
食
物
騒
動

が

勃
焚

し
、
而
も
婦
人
が
其

の
大
部
分
を
占
め
た
か
ら
、

ハ
モ
ン
ド
夫
妻

の
如
き
は
此

の
年
を

「
女
房

一
撲
」

と
呼

ぶ
を
可

と
す

る

1)

2)

3)

Davユes,TheCaseofLabourers.PP・6,28.QuotedinHasbach,P.139.

Ede臓,1【.p.547・

L.L.Price,ASlloτtHistoryofPolitica1E◎onomyinEngland缶omAdam

SmithtoAmoldToynbee,3rded.LondonIgoo・P.41・SocialEngland・

(ed。byH.D.Traill).London18g6.VoLV.p.4gL



め

と
述

べ
て
居
る
。

斯

か
る
窮
民

の
欣
態

は
第

十
九
世
紀

に
入

つ
て
も
殆
ど
改

め
ら
れ
る

と
こ
ろ
は
無
か

つ
た
。
故

に
例

へ
ば

一
八
ニ
ニ
年

ウ
ィ
リ

ア

ム

・
コ
ペ
ッ
ト
は

ク
リ

ッ
ク

レ
ー
ド

の
近
く

に
於

て
観
察

し
た
事
情
を
下

の
如
く
叙

し

て
居
る
。
「
勢
働
者

の
佳
居
は
殆
ど
豚
小

屋

と
異

ら
す

、
彼
等

の
容
色
は
其

の
食

物
が
豚

の
食
物

に
も
實
際

及
ば
ざ

る
こ
と
を
物

語

つ
て
居
る
。
彼
等

の
見
す
ぼ
ら
し

い
家

は
路
傍

の
土

の
盛

つ
た
上

に
建

て
ら
れ

て
居
る
。
そ
れ
は
恰
も

殿
風

に
よ
り
畑
か
ら
吹
き
ま
く

ら
れ

て
落
下
し
、
路
傍

の
堤

の
下

に
隠
れ
場
所
を
見

つ
け

た
か
に
見

え
る
。
昨
朝
霜

が
降

り
た
と
こ
ろ
、
貧

し

い
人
間
共

は
其

の
小
さ
な
芋
畑
を
掘
出

し

つ
玉
あ

つ

ハ

た
。
余
は
斯
く

ば
か
の
人
聞

が
惨

め
な
歌
態

に
在

る

の
を
見
た

の
は
生
れ

て
始
め

て

讐
あ

る
。
」

一
八

三
〇
年

の
冬

に
は
農
民

の

暴

動
あ
り
、
帥労
働
者

の
大
衆

は

一
日
二
志

の
最

低
賃
銀
と
十
分

の

一
税

窪
冨

の
輕
減

と
を
要
求
し
な

が
ら
村
か
ら
村

へ
と
練
り

歩

き
、
申

に
は
打
穀
機

を
破
壊
す

る
等

の
事
を
敢

て
す
る
者
も

あ

つ
た
。
當
時
は
手
打
ち

の
打
穀
具

で
さ

へ
相
當

の
牧

入
を
學
げ

得

て
ヶ

ン
ト
の

一
地
主

の
如
き
は
動
勉
な
る
農

民
が

一
週

一
五
志

よ
り
二
〇
志
稼
ぎ
得

る
事
を
言
明

し
た
程

で
あ
る
か
ら
、
其

の

新

案

の
機

械
が
大
衆

の
怨
嵯

の
的

と
な

つ
た

こ
と
は
容
易

に
察

せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
固
よ
り
此
等

の
暴
動

は
惨

虐
な
る
方

(
腔

》

法
を
以
て
罰
せ
ら
れ
、
四
百
五
十
有
除
の
者
は
特
別
委
員
の
審
議
を
経
た
る
後
濠
洲

へ
逡
ら
れ
た
。

「
勢
働
貧
民
」
の
生
活
た
る

や

マ
ノ
ア
に
於
け
る
小
作
よ
り
も
寧
ろ
古
代
の
奴
隷
に
近
く
、
毎
土
曜
日
の
夜
競
費
に
附
せ
ら
れ

一
週

一
志
六
片
よ
リ
ニ
志
で
貸

の

出

さ
れ

、
其

の
食

物
や
妻

子
が
敢
匠

の
手

に
抑
留
せ
ら
れ
た
勢
働
者

が
あ

つ
た
と
謂
は
れ

る

の
は
満
更
信
ぜ
ら
れ
ぬ
盧
構
的
事
質

で
は
あ
る
ま

い
。

マ
〃
サ
ス
と
其
の
社
會
経
濟
史
的
背
景

=
三

r)

2)

3)

Hammond,TheVillageLabourer.p.g6.

WilliamCobbett,RuralRides.1830.QuotedinMontagueFordham,EngliSh

AgriculturaII.abOurer,1300-Ig25,anhistoricalSketch.LondonIg25.p42。

Hammond,TheRiseofmoderロIndu就ry.P.96.



}
三

二

(
註
)

「
勢
働
貧
民
」
(彗

㈹
署

)
な

る
諸
に
賭
法
令
及
び
ア
ダ
ム

・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
慣
用
の
も
の
で
、

バ
ー
〃
が
忌
む
べ
き
常
套
語
と
し

め

て
攻
撃
し
六
衷
現
で
あ
ろ
o

唯
だ
蝕
に
注
意
す
べ
き
は
此
等
の
勢
働
貧
民
は
、
未
だ
枇
會
主
義
者
叉
は
無
政
府
主
義
者
た
る
心
境
を
把
持
し
て
ゐ
な
か
つ
た

わ

黙

で
あ

る
。

彼
等
は
勢
働

の
報
酬

が
分
配

せ
ら
れ
る

に
當

つ
て
其

の
分
前

が
欲
す
る
よ
り
も
、
或

は
當

に
然
る

べ
き
よ
り
も
少
き

を
信

じ
、
此

の
不
等
な
均
衡

の
改
め
ら
る

べ
き
手
段
を
求

め
た

の
で
あ
る
。
然

ら
ば
貧

民
救
濟
と
し
て
當
時
實
際

に
英

國

で
施

さ

れ

た
方
策
は
如
何

で
あ

つ
た

か
。
之

を
次

の
節

に
述

ぺ
よ
う
。

六
、
救
貧
制
度
め
墜
遷

英

國

に
於

て
貧

民
救
濟

の
諸
方
策

の
講

ぜ
ら
れ

た

の
は
決
し

て
第

十
八
世
紀
末

の
産
業
革
命

の
時
代

に
始
ま

る
の
で
は
な

い
。

夙

に
中
世

に
貧

民

の
浮
浪
性
を
抑
厘

せ
ん
が
爲

め
、
勢
働
者
條
例

(◎0
什鑓
齢昌
爵6切
O
剛
目㌧薗
げ
O
属
『O
「切)
が
襲
布

せ
ら
れ
た
が
、
之
を
貧
民

ハ

に
關
す
る
法
律

の
先
驕
と
見

る
こ
と
も
出
來
る

で
あ

ら
う
。
而
し

て
之

は

=
二
四
九
年

の
こ
と

に
属
す

る
が
、
其

の
後

牛
世
紀
を

経

た
る

一
三
八
八
年

の
條
例

に
は
貧

民
を

「
虚

弱
な
る
」
(、.ぎ

℃
9
。
暮
.、)
者

と

「
張
批
な
る
」
う
.夢
諄

9
匡

..)
者

と
に
分
ち
、
数

甚

が
之
を
扶
養
す
る
も

の
と
し
、
且

つ
貧
民
が
特

許
瓶
無
き
限
り
狼
り

に
邑

(ず
鐸
昌
島
a
)
以
外

に
出

て
は
な
ら
ぬ
旨

の
規
定

が
襲

せ
ら
れ
た
。
近
世

に
入
リ

エ
リ
ザ
ペ

ス
女
皇

の
時
代

に
は
賃
銀
公
定

の
規
則
を
含

む
徒
弟
條

例
(
一
五
六
三
年
)
及
び
救
貧
院
を
設

け
監
督
官

が
救
貧

税
を
徴

す
る
旨
を
律

し
た
救
貧

法

(
一
六
〇

一
年
)

が
稜
布
さ
れ
、
之

が
最

近
世
に
至
る
ま
で
の
根

本
原
則
を

1)

2)

3)

A。Toynbee,TheIndustrialRevolutiontp.84.

Cf.JamesE.ThroldRogers,SixCentUriesofWorkandWages:

HistoryofEnglishLabOur.(Isted.1884。)14thed・=glg。P・4go亀

Cf.Nicholls,Histo】 ワoftheEnglishPoorLaw.Vo1.1.p。36.

The



嶋

樹

て
る
こ
と

」
な

つ
た
。

-

、

6

さ

て

マ
ル
サ

ス
の
時
代

に
於
け
る
救
貧
策

と
し

て
は
食
事
改
良

、
最

低
賃
銀
、
割
當

地
、
等
が
提
唱

さ
れ
た
。
食

事
改
良

と
は

貧

民

㊨
支
出
を
輕
減
す
る
爲

め
に
小
萎

で
作

つ
た

パ

ン
を
節

し
て
燕
変
を
食

べ
、
叉
は
他

種

の
穀
物
を
機
…る
こ
と
を
奨

め
た
も

の

で
あ
る
。
併

し
な
が
ら
此

の
企
は
徒
ら

に
貧

民

に
反
感
を
抱
か
し
め
た
だ
け

で
致
を
奏
す
る
こ
と
な
く
し

て
絡

つ
た
。
最

低
賃
銀

を
保
誰

せ
ん
と
す
る
提
案

は
食
事
改
良
と
異
り
貧

民

の
牧
入
を
増
加

せ
ん
と
す
る

も
の
で
、
特

に
食
物

の
債
格

と
關
係
し

て
定
め

よ

う
と
し
た

の
で
あ
る
。

一
七
九

五
年
十
月
ア
ー
サ
ー

。
ヤ

ン
グ
は

駆
8
民

。
{
〉
鵯
凶2
ぎ

器

の
各
通
信

員

に
次

の
如
き
質
問
を

同
歌

に
認
め

て
逡

つ
た
。
「
勢
働

の
便
格
は
パ

ン
穀

の
債
格

に
よ

つ
て
決
定

せ
ら
る

ぺ
し
と
は
多
く

の
州
裁
判

所

ρ
轟
昌
。
冨
8
。・ご
蕊

め

の
提
案

せ
る
所

で
あ
る
が
、
果

し

て
斯

か
る
制
度
は
有
利
な
り
や
否
や
を
述

ぺ
ら
れ

ん
こ
と
を
乞

ふ
。
」

ヤ

ン
グ
自
身

は
此

の
提

案

を
是

な
り
と
し
て
、

サ
ッ

フ
ナ
ー
ク

の
長
官

サ

、・こ

エ
ル

・
ウ
イ

ッ
ト
ブ

レ
ッ
ド
を
通
じ
議
會

に
之
を
提
出
し
た
。
然

る

に
此

の
議
案
は

フ
オ
ッ

ク

ス
や
グ

レ
ー

の
如
き
賛
成
者

が
あ

つ
た

に
も
拘

ら
す
、
他
方

ビ
ッ
ト

の
如

き
有
力
な

る
反
封
者

が
あ

つ
た
爲

め
通
過
を
見
な

か

つ
た
。
加

ふ
る

に
バ
ー

ク
の
如
き
は
自

己

の
榮
働
者

を
健
全
に
且

つ
満
足
せ
し
め
る
こ
と
に
利
害
を
有

つ
地
主

が
如
何

で
か
勢
働
春

に
不
十
分

の
支
梯
を
爲
す

べ
き

と
論
じ

て
大

い
に
右

の
議
案

を
攻
撃

し
た

の
で
あ

る
。

ウ
イ

ッ
ト
プ

レ
ッ
ド

は

一
八
〇
〇
年
第

二
次
法
案

を
提

出
し
た
け
れ
ど
も
成
功
し
な
か

つ
た
。
更

に
割
當

地

の
運
動

$

ぎ

冒

。
韓

ヨ
。
器
日
。
暮
)
と
は

ヤ

ン
グ
及

び
イ
ー
ド

ン
の
唱

へ
た

と
こ
ろ

で
、
勢
働
者
を
し

て
自

ら

の
食
料
を
生
産
す
る
こ
と
を
得

せ
し
め
ん
と
す
る
も

の
で
あ

る
。
r例

へ
ば

ヤ

ン
グ
は
既
述

の

エ
ン
ク

ロ
↑
ジ

ュ
ア
法
令
は
螢

働
者

に
封
し

て
其

の
佳
居

に
附
属
す
る

一
工
ー
カ
ー
内
外

の
割
當

マ
ル
サ
ス
と
其
の
瀧
會
脛
濟
史
的
背
景

,、

一
三
ミ

1)AnnalsofAgriculture,Vo1.XXV.P.354.
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=
二
四

地
を
供
給
す

べ
き
も

の
で
あ
る

と
読

き
、
其

の
計
劃
を

一
八
〇

六
年

に

コ
ペ

ッ
ト
を
通
じ

ホ
イ

ッ
グ
黛

の
委
員

會

に
提
出

し
た
。

此

の
計
劃

に
賛
意
を
表
し
た
者

に
は
婁

の
デ
ー
ヴ
ィ

ス
や
ウ
イ

ン
チ
ル

シ
ー
卿

の
如
き
地
主

で
あ

つ
た
け
れ
ど

も
實
際

に
行

は
れ

ナ

に
絡

つ
た
。

ら

斯
く
し

て
提
唱

せ
ら
れ
た
諸
種

の
救
貧
策
は
何
れ

も
斥
け
ら
れ
た

と
ぜ
ば
、
實
際

に
採

ら
れ

た
策
は
何
か

と

言

ふ

に

そ

れ

は

ス
ピ
ー
ナ

ム
ラ

ン
ド
制

ω
罵
窪
冨
B
『
巳

o。
鴇
席
旨

と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も

の
に
外
な
ら

ぬ
。
即

ち

一
七
九

五
年

五
月
六
日

(註

げ

ス
ビ
ー

ナ
ム
ラ

ン
ド
に
於
け
る

誕

。彗

H
∋
β

に
バ
ー

ク

シ
ア

の
長
官

が
賃
銀
決
定

の
會
議

を
開

き
、
其

の
決

議
と
し

て
賃
銀

が

不
十
分
な
る
と
き
は
所
定
の
割
合
に
慮
じ
補
助
を
與

へ
る
こ
と
玉
し
た
制
度
で
あ
る
。
詳
言
す
れ
ば

「
貧
民
の
現
歌
は
彼
等
に

一

般
に
與

へ
ら
れ
來
つ
た
補
助
以
上
を
要
す
」
と
い
ふ
決
議
に
基
き
、

「
食
物
の
時
債
に
慮
じ
て
」
攣
動
す
べ
き
公
亭
賃
銀
を
案
出

し
た
の
で
あ
る
。

D

(
註
)

ス
ヒ
ー
ナ
ム
ラ
y
ド
は
今
日

二
告
1
ベ
リ
ー
の

一
部
で
、
ペ
リ
カ
ン
・
イ
y
に
滑
滅
し
た
が
、
閤
辱
雪

寄
。・陣ぎ
西
国
o瘍
。
は
残
存
し
て
居
る
o

ス
ビ
ー

ナ

ム
ラ
ン
ド
制

に
於
け

る
補
助
は
如
何
な
る
割

合
で
あ
る
か
と
言

へ
ば
次

の
如
く

で
あ
る
。

「
八
封
度

一
一
オ

ン
ス
の

重
さ
の

O
些
o
昌
ご
鉱

o
臨
8
8
昌
昏
鵠
o
霞

が

一
志

の
債

格

の
と
き
は
勤
勉

に
し

て
貧

し
き
者

に
彼
自
身

の
扶
持

の
爲

め

一
週
三
志

の
補
助
を

與

へ
る
。
之
は
彼
自
身

の
勢
働

に
ょ
る
と
彼

の
家
族

の
勢
働

に
よ

つ
て
生
産

せ
ら
れ

る
と
を

問

は

す

、
若

し

く

は

救

貧

税
よ
り

の
補

助
た
る

と
を
問
は
ぬ
。
而
し

て
其

の
妻

及
び
其
他

の
家
族

の
者

に
は

一
志
六
片

の
補
助
を
與

へ
る
。
O
巴
。
昌
一。
鑑

が

一
志
四
片

の
債
格

の
と
き
は
勤
勉

な
る
貧
者

に
自
身

の
爲

め

一
週

四
志

、
家
族

の
爲

め

一
志

一
〇
片

の
補

助
を
與

へ
る
。
斯
く

r)Hammond,VillageLabourers・P・137n・



わ

し

て
パ

ン
の
債
格

が
騰
貴
す
る

に
從

ひ
、

一
志

以
上

の
と
き

一
片
毎

に
貧

民

に
は
三
片

、
家
族

に
は

一
片
與

へ
る

の
で
あ
る
。
」

換
言
す
れ

ば
貧
者

に
於
け

る
夫

は

一
週

に
三

㈹
亀

窪

一。
蓼。
く
$

其

の
妻
子
は

一
箇

牛
得

ら
れ

る
計
算

で
、
之
を

一
表

に
現
は

せ
ば

左

の
如
く
な
る
。

牧

入
と
な

ろ
べ
き
額

O
注

8

一8
h

一
志
の
と
告

同

二
志
の

と
告

牧
入
と
な

る
べ
き
額

O
ρ
昌
o
昌
げ
艦

一
志

の
と
喜

、

同

二
志
の
と
急

一

男

子

三
猫
○
片

五
志
O
片

夫
嬬
と
三
見

九
志
O
片

一
五
志
○
片

一

女

子

二
志
O
片

ワ

三
志
0
片

夫
婦
と
四
見

一
〇
志
六
片

一
七
志
六
片

併

し
な
が
ら
右

の

ス
ビ
ー

ナ

ム
ラ

ン
ド
制

に
よ

る
所
謂
院
外
救

助

夫

嬬

四
志
六
片

七
志
六
片

夫
婦
と
五
兜

=

一志
O
片

二
〇
志
0
片

(o
鶴
巳
8

層
↓集

o
ご

夫
嬬
と

一
見

六
志
0
片

圃
○
志
O
片

央
嬬
と
六
兇

一
三
出心
山ハ
片

二

二
忠
心
山
ハ
匹
月

夫
嬬
と
二
見

七
志
六
片

一
二
志
六
片

夫
嬬
と
七
見

一
五
志
○
片

幼

二
五
志
O
片

と
難
も
貧
民
の
上
に
良
結
果
を
齎
す
ご

と
は
出
來
な

か
つ
た
。
蓋
し
英
國

で
は
救
貧

法
は
丈
字
通

り
貧
民
救
濟
を
爲
す
と
共

に
職
業

紹
介

を
爲
し
來

つ
た

も

の
で
あ
る
。

即
ち
是
よ
り
先

一
七
八
二
年

に
は

,O
ま
。
昌
.ω
卜
9

が
規
定

せ
ら
れ
た
が
、
此

の
法
律

の
下

に
於

て
は
監
督
官

が
艦
騙

強
健
な
る

貧

民
を
救
貧
院

に
途
る

こ
と
は
許
さ
れ
ず

、
此
等

の
者

の
爲

め

に
は
職
業

を
與

へ
る
か
、
或

は
其

の
見
出
さ
れ

る
ま

で
保
留
す

べ

き
こ
と

玉
せ
ら
れ

た
。
傍

て
公
共

の
職
業
紹
介

の
制
度
が
嚢

生
し
、
貧
民
は
直
接
其

の
地
匠

の
仕
事

に
服
す
る
か
、
叉
は
多
く

の

(註

》

地
主

の
家

へ
振
當

て
ら
れ

る
ζ
と

巽
な

つ
た

。
此

の
後
者

の
場
合
を

閑
。
彗

糖
B
彗

超
。・言
ヨ

と
構
す
る
。
而
し

て

閑
。
巷

留
筥
窪

亀
08
B

が

ス
ビ
ー

ナ

ム
ラ

ン
ド
制
と
相
侯

つ
て

一
般

に
貧

民
の
藪
を
激
増
せ
し
む

る
に
至

つ
た

の
で
あ
る
が
、
其

の
理
由
は
上
述

マ
ル
サ
ス
と
其
の
肚
會
純
贋
史
的
背
景

一
三
五

1)QuotedinHammond,P.139.

2)SeeHasbadh,p。182.



一
三
六

の
如
く
如
何
な
る
人
も
貧
窮

に
非
る
限
り
救
貧

税
よ
り
補
助
を
受
け
得

ぬ
。

叉
其

の
補
助
を
受
け
得
な

け
れ

ば
職
業

を
與

へ
ら
れ

ぬ
歌
態

に
在
る
。
加

へ
て
地
主
は

旨
巨
牙
B
碧

を
使
用
す
る
と
き
は
普
通

の
勢
働
者

に
比
し
約
牛
額

の
賃
銀
を
支
錦

へ
ば

足
り

た
か

ら
、
普
通

の
勢
働
者

に
封
し

て
さ

へ

一
週
十
志
を

支
佛

ふ
こ
と
を
好
ま
す
、
而

も
勢
働
者
は
斯
か
る
場
合

3
巷

詠
B
器

と

異
り
村
か
ら
村

へ
移
動
す
る
こ
と
は
定
佳
法

ピ
"
零

鑑

器
窪
。
B
。
9

に
よ

つ
て
禁

ぜ
ら
れ

て
居
た

か
ら
で
あ
る
。

(
註
)

イ
ー
ド
y
の
寵
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

「
冬
期
に
屡
失
業
す
ろ
農
業
勢
働
者
な
救
ば
ん
が
爲
め
、
各
教
旺
の
匪
會
委
員
は
教
會
の
扉
に
.貼
ら
れ

ろ
掲
示
に
よ
叫
失
業
勢
働
者
に
支
抑
ふ
賃
銀
の
傘
な
十

一
月
三
十
日
よ
り
二
月
二
十
八
日
に
至
る
ま
で
定
め
る
確
能
な
興

へ
ら
れ
た
。
而
し

て
此
等
の
者
を
教
旺
民
の
間
に
遮
歴
す
る
や
う
分
布
し
手
配
す
ろ
権
能
な
興

へ
ら
れ
貢
。
そ
れ
は
彼
等
が
救
貧
税
に
封
し
て
納
付
す
る
割
合

b

に
鷹
じ
て
爲
さ
れ
、
斯
く
し
て
定
め
ら
れ
れ
貿
銀
の
三
分
の
二
に
彼
等
な
使
用
す
る
者
が
支
梯
ひ
、
三
分
の

一
は
教
匹
委
員
が
支
梯

つ
液
。
』

即
ち

一
言

に
し
て
盤

せ
ば
救
貧

が
勢
働
者

よ
ウ
も
却

つ
て
其

の
雇
主
を
利
す
る
と

い
ふ
逆
理
を
生
む

に
至

つ
た

か
ら
、
大
衆
を

釜
堕
落

せ
し
む

る
結
果
と
な

つ
た

。
や
が
て
勢
働
者

は
怠
惰
と
な
ウ
、

反
抗
的
と
な
り
、
監
督
官

に
向

つ
て
は
不
遜

と
な

つ
た
。

バ

ン
ク
リ

ッ

プ
の
歌
麗

に
於

て
は
窮

民
を
監
督
す
る
者

が
窮

民
よ
り
溺
死

せ
し
め
ら
れ

る
と
脅
迫

せ
ら
れ
て
僻
任
す
る

の
己
む
な

き

に
至

つ
た
と
謂
は
れ
砺
。
大
衆

の
性
格

は
、
勢
働

せ
す
と
も
救
濟

せ
ら
れ

る
櫻

利
あ
り
と

の
承
認

に
ょ
つ
て
全
く
低
下

せ
し
め

ら
れ
た

の
で
あ

る
。

斯
か
る
物
質
的
並
び

に
精
神
的
危
機

に
瀕
し
た
杜
會
情
勢

に
現
實

に
直
面
し
た

マ
ル
サ

ス
は
然

ら
ば

如
何

な
る
救
濟
策
を
提
唱

し
た
か
。
彼

は
人

口
論

の
後

編

に
於

て

「
人

口
原
則

よ
り
生
す
る
害
悪
を

除
去
す

る
も

の
と
し

て
嘗

て
肚
會

に
提

案

せ
ら
れ
叉
は

賞

施
せ
ら
れ
た

る
諸
種

の
制
度
又
は
方
策

に
就

て
」
(
第

三
編
)
設
き
、
進

ん
で

「
人

口
原
則
よ
り
生
す

る
害
悪

の
除
去

及
び
緩

和

r)Eden.1.P.397.

2)Toynbee,p.86。



に
關
す
る
將
來
の
豫
想
」
(第
四
編
)
を
論
じ
、
特
に
救
貧
法
及
び
其
の
撤
魔
を
取
扱
つ
た
。
併
し
救
貧
に
關
す
る

マ
ル
サ
ス
の
見

め

解
を
最
も
簡
勤
に
銘
刻
せ
し
め
る
も
の
は
學
者
が
屡
指
摘
す
る
や
う
に
、
人
口
論
の
第
二
版
に
の
み
あ
つ
て
其
後
の
版
に
削
除
せ

ら
れ
た

「自
然
の
饗
宴
」
録
々
の
辛
辣
な
警
喩
で
あ
ら
う
。
其
の

一
節
に
曰
く

「
既
に
所
有
せ
ら
れ
た
世
界
に
生
れ
た
者
は
、
若

し
彼
が
正
當
な
要
求
を
有
つ
爾
親
か
ら
生
活
資
料
を
仰
ぐ
こ
と
を
得
す
、
ま
た
肚
會
が
彼
の
勢
働
を
要
せ
ざ
る
と
き
は
、
食
物
の

最
小
部
分
に
封
し
て
も
何
等
構
利
を
請
求
し
得
す
、
而
も
事
實
上
此
の
世
に
何
等
の
要
務
も
無
い
。
自
然
の
大
な
る
饗
宴
に
於
て

彼
の
爲
め
の
室
席
は
無
い
。
自
然
は
彼
に
去
れ
と
命
じ
、
彼
が
其
の
賓
客
の
或
者
の
憐
欄
む
動
か
さ
ざ
る
と
き
は
、
自
然
は
速
か

わ

に
共

の
命

令
を

執
行
す

る

で
あ

ら
う
。
」

　

此

の

マ
ル
サ

ス
の

一
節
を
論
者
或

は

「
マ
ル
サ

ス
の
生
存
権

否
認

の
最

も
直
裁

露
骨
な

る
表
現
」

と
し

て

引

用

す

る

け

れ

ど

も

、
實

は
貧
民
は
槽
利

と
し
て
救
濟
を
要
求
し
得
す
軍

に
恩
恵

と
し

て
の
み

で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
、
及
び
救
貧

は

一
人
を
抑
墜
し

の

て

一
人
を
引
立

て
得
る

に
過
ぎ

ぬ
と

い
ふ
こ
と
の
少
く

と
も
二
つ
の
主
張
を

含
む
も

の
と
解
繹
す

る

の
が

正
當

で
あ
ら
う
。
何
れ

に
ぜ
よ

マ
ル
サ

ス
は
救
貧
制
度

そ
の
も

の
に
は
大
反
封

で
あ

つ
て
、
人

口
論

の
第

一
版

と
第

二
版

と

の
中
間

に
公

に
し
た

「
食

物

の
高
便
」
に
關

す
る
小
冊
子

に
も
既

に
次

の
如
く
述

べ
た

の
で
あ
る
。
「
二
年
間

の
反
省
は
其
盧

に
提
起

せ
ら
れ
た
原
理

の
眞

な
る

こ

と
を
余

に
確
信
せ
し
め
る
の
に
大

い
に
役
立

つ
た
。
即

ち
(
救
貧

法
は
)
肚
會

の
下
庵
階

級

の
絶

え
ざ

る
沈
滞

と
貧

困

と
の
實
際

の
原
因

で
あ
る
こ
と
、
彼

等
を
救
濟

せ
ん
が
爲

め

の
現
在

の
施

設
の
凡

て
が
全
く
不
適
當

で
あ
る
こ
と
、
ま

た
吾

等
が
最
近
経
験

の

し
た
や
う
な
窮

厄

の
季
節

の
周
期
的
同
鰯
が
確
實

で
あ

る
こ
と
の
確
信

に
外
な
ら
ぬ
。
」

人

回
論
第

一
版

は
嚢

に
本
稿

の
始

め
に

マ
ル
サ
ス
と
其
の
杜
食
樫
濟
史
的
背
景

一
三
七

r)

2)

3)

Cf.Bonar,P.305.J.A.Field,op`cit.P.266.

Malthus,Essay,2nde(1・P・531・

炉 藤 久 秋 、 前 掲 書.一 七 〇 頁o河 上 肇 、 経 濟 學 大 綱 、 六 七 〇 頁o

07

ち

ヨF鍋㎞ムC

q

の

5)quotedinBonar,P.309.



'

「

レ

=
二
八

鵤
れ

た
や
う
に
、

マ
ル
サ

ス
が

ビ
ッ
ト

の
新

救
貧

法
案

に
猛
烈

に
反
封

し
た
黙
を
有
す
る
け
れ

ど
も
、

マ
ル
サ

ス
の
反
封
す

る

の

は
蕾

に
之

の
み
で
は
な

い
、
凡
ゆ

る
法
律
上

の
救
濟

に
反
封
す

る
の

で
あ
る
。
其

の
理
由

と
す
る
所
は
法
律
上

の
干
渉
無
く

と
も

　

　コ

食
物
の
不
足
は
便
格
を
騰
貴
せ
し
め
る
が
、
其
の
鮎
以
上
に
法
律
上
の
救
濟
が
食
物
を
騰
貴
せ
し
め
る
と
謂
ふ
に
在
る
。
同
時
に

若
し
萬
人
が
救
濟
を
要
求
す
る
棲
利
を
假
に
行
使
す
る
と
せ
ば
、
杜
會
は
果
し
て
之
を
認
可
す
る
義
務
を
荷
も
履
行
し
得
る
で
あ

わ

ら
う
か
。

マ
ル
サ

ス
は
斯
く
考

へ

「
全
般
的

に
見

て
貧

民

の
張
制
的
維
持
か

ら
期
待
し
得

べ
き
利
釜

の
総
計
は
、
之

が
必
然
的
結

果

と
し
て
生
す

る
害
悪

の
総

計

に
及
ば
ざ
る

こ
と
甚

だ
大

で
あ

る
と

い
ふ
結
論
を
下
す

に
就

て
は
、

正
當
な
る
理
由

が
あ
る

や
う

ラ

ラ

　
ロ

る

に
思

は
れ

る
」
と

い
ふ
イ
ー
ド

ン
の
意
見

に
共

鳴
す
る

の
で
あ

る
。

マ
ル
サ

ス
自
身

の
言
葉
を

以
て
せ
ん
か
、

「
若

し
も
吾
國

に

嘗

て
救
貧
法

が
存
在

し
な
か

つ
た

と
す
れ
ば
、
極
貧
者

の
数
は
今

日
よ
り
幾
分
多
か

つ
た
か

も
知
れ
ぬ
が
、

一
般
人
民

の
幸

幅

の

の

総
量

は
現
在
よ
り
遙

か

に
大

で
あ

つ
た

に
相
違

な

い
。
余

は
斯
く
信

ぜ
ざ
る
を
得
ぬ
者

で
あ

る
。
」

假
り

に

一
歩
を
譲
り

、
救
貧

が
権
利
と
し

て
求
め
ら
れ
義
務

と
し

て
與

へ
ら
れ

る
と
し
て
も
、
事
實

の
経
過

は
既

述

の
如
く
與

へ
ら
れ

る
側

に
於
け
る
敷
果

の
非
を
示
し
た
。
即
ち
救
貧
法
は
夫
自
身
経
験

に
よ

つ
て
替

め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
併

し
な
が
ら

マ

ル
サ

ス
は

「
救
貧

法
修

正

の
爲

め

の
提
案

に
關
し

て
サ

、・、
エ
エ
ル

・
ウ
イ
ッ
ト
プ

レ
ッ
ド

に
輿

へ
る
書
翰
」

ピ
昌

亀

8

ω
9ヨ
昌
匹

≦

露
昏
器
巴

]≦
●
即
℃
o
昌
窪
。・
ロ
凶o
B
器
繕

切
自

{自

昏
①
9ヨ
o
巳

B
。
再

o
{
昏
6
℃
o
o
同
ピ
9
妻
。。
(
一
八
〇

七
年

)

に
於

て
、
救
貧
法

の
慶
止
は
輿
論

が
熟

す
る
ま

で
は
行

は
れ

ぬ
で
あ
ら
う

と
述

べ
、
且

つ
凡
ゆ

る
階
級

の
者

に
最
経

の
手
段
を
準
備
せ
し
め
勢
働
階

ラ

級
に
は
現
在
の
恩
恵
の
盧
妄
を
曝
露
せ
し
め
る
爲
め
に
魔
止
を
目
的
と
す
る
立
法
を
勧
め
た
と
謂
は
れ
観
。

1)

2)

3)

5)

1sted.PP.82-83;7thedドPP。302-323.

Malthus,Essay,2nded.p.417n.;7thed.p.308n.

Eden,1・P.467.4)Malthus,】Essay,7thed.P.308n.

Ibid。P・305・6)SeeBbnar,P.3=3.



繰
返
す
ま
で
も
な
く

マ
ル
サ
ス
が
担
否
し
た
も
の
は
権
利
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
救
貧
で
あ
る
。
彼
の
望
む
と
こ
ろ
は
救
貧
法

が
誘
惑
し
窃
取
す
る
個
人
的
責
任
感
を
勢
働
者
に
賦
與
し
育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に

マ
ル
サ
ス
は
徐
々
の
攣
化
を
來
さ
し
め

ん
と
欲
し
、
其
の
要
鮎
に
貧
民
が
公
共
の
費
用
に
邸
つ
て
養
育
せ
ら
れ
る
櫻
利
の
放
棄
を
置
き
、
ま
た
子
供
は
爾
親
に
ま
つ
て
養

わ

育

せ
ら
れ
る
櫨

利
を

有
す
る
が
公
共

に
よ

つ
て
は
然

る
椹

利
を
有

せ
・ず
と

い
ふ
こ
と
を
樹

て
た

の
で
あ
る
。

「
貧

民
が

一
度

、
救

貧

法

の
慶
止

と
共

の
實
情

の
適
當
な
智
識

と
に
よ

つ
て
自
ら

に
頼

る
こ
と
を
敏

へ
ら
れ
る
と
き
、
彼
等

が
資
源

に
於

て
十
分
豊

か

に
な
り
、
絶
封

に
救
治
し
難

い
害
悪
を

彼
等

が
人
と
し

て
の
辛
棒

と
基
督
教
徒

と
し

て
の
忍
從
と

に
よ

つ
て
耐

へ
ら
れ
る

で
あ
ら

め

う
こ
と
を
吾
等
は
安
ん
じ

て
信
じ

て
宜

か
ら
う
」

と

マ
ル
サ

ス
は
唱

へ
る
。

英

國

の
救
貧
法
は

一
八
三
四
年

に
至
つ
て

一
の
劃
期
的
な
改

正
を
受
け
た
。
之

は

一
八
三
二
年

の
選
學

法
改

正
以
後

の
恐
ら
く

　

最

も
仁
恵
的

な
法
律

で
あ
ら
う

と
考

へ
ら
れ

る
が
、
其

の
原
則

は
イ
授
産
場
試
験

の
適
用

と
、
強
健
勢
働
者

に
封
す
る
院
外
救
助

(

　

の
漸
展
、

ロ
経
濟
及
び
能

傘
を
増
進
す
る
爲
め
敏
匠

の
團
艦
を
組
織
す
る
こ
と
、
救
貧

税
員
憺
者

の
選
出

す
る
救
貧
整
理
委
員
を

(

し

て
此
等

の
團
艦
を
統
轄

せ
し
め
、
斯
く
し

て
治
安
判
事

の
專

政
を
絶
滅
す

る

こ
と
、

ハ
救
貧
整

理
委
員

會
と
交
渉
し
且

つ
其

の

(

ラ

　

行
爲
を
管

理
す

る
甚

だ
廣
汎
な
権
限
を
有

す
る
救
貧
法
申
央
委
員
會
、

曽二
新
私
生
見
法
、

ホ
定
佳
法

の
緩

和
等

で
あ

つ
た
。

而
も

ー1竃

(

此

の
新

し

い
救
貧
法

の
数
果
は
甚

だ
顯
著
な

も
の
が
あ

つ
た
。
例

へ
ば

サ
ッ

セ
ク

ス
州

に
於

て
は

一
八
三
四
年

以
前

に
六
千

人
以

の

上

の
張
健
貧

窮
民
が
居

つ
た

に
も
拘

ら
す
、
二
年
後

に
は
僅

か

一
二
四
人
と
な

つ
た
。

同
様

の
攣

化
は
殆
ど
凡

て
の
農
村
地
方

に

生

じ
、
從
來
甚

し
か

つ
た
騒
動
や
乾

草

の
嶢
梯

は
次
第

に
下
火

と
な

つ
て
來
た
。
他
方
、
救
貧

税

に
及
ぼ
ぜ
る
影
響
も
見
逃

す
ご

マ
ル
サ
ス
と
其
の
祉
會
脛
濟
史
的
背
景

劇
三
九

1)

2)

3)

Essay,ApPendix,P・492・

Essaア,2nded・P.539・

Molesworth,Histo】 ワofEngland.Vo1.1.P・319・QuotedinToynbee,P・93・



一
四
〇

と
は
出
來

ぬ
。
即
ち

一
八

一
八
年

に
英

蘭
及
び
ウ

ェ
ー

ル
ス
に
於
け
る
救
貧

税
は
約

八
百
寓
確

で
あ

つ
た
が

、

一
八
三
七
年

に
は

四
百
萬
礫

飴

に
減

少
し
た
。

一
八
四
九

年

に
九

十
三
萬
を

以
て
激

へ
ら
れ

た
窮

民
は

一
八
八

一
年

に
は
八
十
萬

に
減
じ

た
け
れ
ど

わ

も
、
此

の
間

の
人

ロ
は
八
百
萬

以
上
も
増
加
し

て
居

る
の
で
あ
る
。

観
來
れ
ば
救
貧

法

の
歴
史
は
、
洵

に
人
間
は
本
能
的

に
自
利
心

に
從

ふ
も

の
で
な

い
と

い
ふ
誰
左

を
與

へ
る
。
蓋

し
、
救
濟
が

手
薄
量

ヘ
ガ
れ
き

と
は
救
霧

舞

者
に
と
つ
て
の
利
釜
で
あ
る
・
而
も
甕

上
救
濟
は
+
分
量

へ
ら
れ
た
・
同
時
に
節

倹

で
あ
り
謹
直

で
あ
る
こ
と
は
貧

民
に
と

つ
て
の
利

釜
で
あ

る
。
而
も
通
例
貧

民
は
然

る
も

の
で
な

か

つ
た
。
即

ち
富

め
る
者
も

貧

し
き
者
も
自

己
の
行
爲

が
仁
恵
的
な
少
や
利
己
的
な
り

や
を
問
は
す
、
行
爲

の
遠
大

な
る
結
果

に
封

し
深
き
個
人
的
責
任
感
を

修

得
す

る
に
至
る
ま

で
は

改
正

の
望
も
無
か

つ
た

の
で
あ

る
。

マ
ル
サ
ス
に
於

て
は
個
人
的
責
任

の
明
確
な

る
自
畳

が
凡
ゆ

る
健

全

な
る
改
正

の
棘
髄

で
も
あ
り
核

心
で
も
あ

つ
た

と
謂

つ
て
宜

い
。
此

の
意
味

に
於

て
こ
そ
彼
は
徳

は
知
な
り
と
唱

へ
、
僧

侶
に

し

て
學
者
た

る
身

に
何
等
内
的
矛
盾
を
感

じ
な

か
つ
た

の
で
あ
ら
う
。
救
貧
法
が
大
改

正
を
加

へ
ら
れ

た

一
八
三
四
年

の
將

に
暮

れ

ん
と
す
る

に
際

し
、
六
十
八
議
を

一
期
と
し

て
濫

焉
彼
が
逝

つ
た

の
は
意
味
深

く
考

へ
さ
せ
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七

、
結

語

マ
ル
サ
ス
逝
き

て
鼓

に
満

百
年

、
彼

の
提
起
し
た
人

口
封
食
物

の
問
題
は
依
然

と
し

て
今
日
の
識

者

の
頭

謄
を
刺
戟
し

つ

玉
あ

る
。
固

よ
り
其

の
彩
る
と
こ
ろ

の
周
園

の
事
情

は
攣
輻
し
た

け
れ
ど
も
、
而
し

て
彼

の
抱

い
た
杷
憂
は

部
分

的
に
解

決
さ
れ
た
け

2)Toynbee,P・93.



れ

ど
も
、
未
だ
彼

の
読

を
根
底
よ
り

覆
す

に
足
る
程

の
學
読

は
現
れ

て
居

ら
ぬ
や
う

で
あ
る
。
否
、

マ
ル
サ
ス
の
肚
會
経
濟
史
的

背

景
を
辿

つ
た
吾
人

に
と

つ
て
は
、
彼

の
時
代

の
英
國
と
今

日
現
在

の
日
本

と
が
寧
ろ
饒
り

に
多
く

の
類
似
鮎
を
有
す
る

の
に
注

意

を
喚
起

せ
し
め
ら
れ

ざ
る
を
得

ぬ
。
即

ち
我
國

の
現
瓶
は
上
述
し
來

つ
た
と

こ
ろ
に
顧

ら
れ
る
如
く
、
既

に
産
業
革
命

の
渦
中

に
あ

つ
て
農
業

も
資
本

主
義
的
組
織

に
経
螢

せ
ら
れ
、
地
主
封
小
作

の
孚
議

は
珍

し
か
ら
ぬ
事
實
と
な

つ
て
居
る
。
穀
物
就
中
常

食

た
る
米

の
債

格
は
安

定
を
訣
き

、
時

に
高
騰
し
時

に
低
落
し
、
共

の
調
節

を
圖
ら
ん
が
爲

め
に
少
か
ら
ぬ
考
慮

が
費
さ
れ

つ

蕊

あ
る
。
英
國

の
穀
法
制

定

の
精
神

と
多
少

の
相
違

こ
そ
あ
れ
、
米
穀
統
制
法

が
最
近
公

布
さ
れ
る
に
至

つ
た
。
而
も
國
内

に
於
け

る
凶
作
は
、
二
百
十

日
と

い
ふ
荒
天
が
云
は

野
先
天
的

に
與

へ
ら
れ

て
居

る
と
同
様

に
、
周
期
的
な
る
運
命

で
あ
る
か

の
如
く
殆

ど
例
外
無
く
起

る
。
外

國

に
封

し
て
は
通
商

の
杜
絶

と
ま

で
言
は
ざ
る
も
、
印
度

・
和
蘭
等
よ
り
乏
し

い
割
當
を
押
付

け
ら
れ
、

一
葦
帯

水
を
隔

つ
る
亜
細

亜
大
陸

の
支
那

と
は
砲
畑
を

以
て
見
ゆ
る
事
攣

を
惹
起

し
た
。
百
年
前

の
英
國

が
穀
物

の
凶
作

に
見
舞

臓

れ
、
同
時

に
ド
ー
ヴ

ァ
ー
海
峡

を
挾
む
欧
羅

巴
大
陸

の
佛

國

と
職
孚

を
開
始

し
た
事
情

と
大
な
る
径
庭

が
あ

る
と
何
人
が
敢

て

言

ふ
で
あ
ら
う
か
。
若

し
夫
れ
人

口
増
加

の
割
合

の
速
か
な
る

一
面

の
み
を
考

へ
る
と
せ
ば

、
鼓

に
第

二

の

マ
ル
サ
ス
の
田
現

せ

ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
や
必
然

で
あ
る

と
謂

つ
て
差
支
あ
る
ま

い
。

マ
ル
サ

ス
の
設

は
個

人
的
責
任

に
封
す
る
彊
き
訴

で
あ

つ
た

こ
と
は
既

に
重
ね
て
述

べ
た

と
こ
ろ

で
あ
る
。

彼
は
人
間

が
情

慾

を

抑

へ
て
個
人
的

幸
幅
及
び
個
人
的
善

に
關

す
る
観
念

に
從

ふ
や
う

に
、
人
間

の
意
思
を
翠
固
な

ら
し
め
や
う

と
欲
し
た
。
而
し

て

マ
ル
サ

ス
の
信
す

る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
個
人
的

の
幸

輻
及

び
善
は
萬
人

の
幸
稿
及

び
善

に
襲
展
せ
・ず
し

て
焔

む
も

の
で
な

い
。

マ
ル
サ
ス
と
其
の
肚
倉
経
濟
史
的
背
景

一
四

】

曜



一
四

二

即
ち
新
し
き
時
代
の
マ
ル
サ
ス
は
、
外
的
事
情
の
萬
能
に
盲
信
し
て
人
間
精
帥
が
之
を
攣
革
す
る
力
無
き
こ
と
を
信
す
る
者
で
あ

つ
て
は
な
ら
ぬ
理
で
あ
る
。
歴
史
の
唯
物
的
思
考
に
の
み
耽
つ
て
精
神
的
把
握
を
忘
れ
る
者
に
は

マ
ル
サ
ス
の
問
題
の
全
貌
を
解

す
る
絵
地
は
興

へ
ら
れ
ぬ
。

「
婁
肉
の
圃
争
の
激
し
さ
を
知
り
つ
玉
も
尚
ほ
人
間
の
生
活
を
攣
化
す
ぺ
き
観
念

の
力

に
信
を
置

き
、
自
然
法
則
の
峻
嚴
を
信
頼
す
る
の
み
な
ら
す
自
然
に
服
從
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
然
を
征
服
す
る
人
間
の
力
を
信
頼
す
る
者

わ

こ
そ

マ
ル
サ

ス
の
精
紳

に
味
到
し
彼

の
業
績
を
理
解

し
得
る
」

と
論
す

る
ボ

ナ
ー

の
言
は
軍
な
る
言
葉

の
論
理
で
は
な

い
、
業

績

そ

の
も

の

玉
論

理
で
あ

る
。
傾
鵡
す

べ
き

で
あ

る
、
三
省
す

べ
き

で
あ
る
。

・
i

一
九
三
四
年
十
月
i

z)Bonar,P。398.




